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○平成20年度における秋田市選挙人名簿抄本の閲覧状況について
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上下水道局公告

○一般競争入札の執行について 61
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秋田市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例をここに公布

する。

平成21年５月18日

秋田市長 穂 積 志

秋田市条例第16号

秋田市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例

（手数料の徴収）

第１条 市長は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

20年法律第87号。以下「法」という。）の規定に基づく事務の

うち次条から第６条までに掲げる事務につき、それぞれこれら

の規定に規定する名称の手数料を徴収する。

（認定申請手数料）

第２条 法第５条第１項から第３項までの規定による申請（以下

「認定申請」という。）に対する認定の事務につき徴収する手数

料は、認定申請手数料とし、その額は、認定申請１件につき、

次の表に掲げるとおりとする。

２ １の建築物について省令第２条第１項に規定する添付図書が

共通である複数の認定申請が同時に行われる場合の認定申請手

数料の額は、前項の表に定める額を当該認定申請の数で除して

得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額）とする。

（変更認定申請手数料）

第３条 法第８条第２項において準用する法第５条第１項から第

３項までの規定による申請（以下「変更認定申請」という。）

に対する認定の事務につき徴収する手数料は、変更認定申請手

数料とし、その額は、変更認定申請１件につき、次の表に掲げ

るとおりとする。

２ １の建築物について省令第８条に規定する添付図書が共通で

ある複数の変更認定申請が同時に行われる場合の変更認定申請

手数料の額は、前項の表に定める額を当該変更認定申請の数で

除して得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

…………

……………

…………

……………

……………

…………………………………

…

…………………………………

……………………

……………………………

…………………………

……………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………

…………………………………

……………………………………

…………………………………

…………………………………

………

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号

―2―

条 例

区 分 手数料の金額

一戸建て住宅（長期優良住宅の普及の促進

に関する法律施行規則（平成21年国土交通

省令第３号。以下「省令」という。）第４

条第１号に規定する一戸建ての住宅をいう。

45,000円

以下同じ。）に係るもの

住戸の総数（認定申請に係る建築物の住戸

の総数をいう。以下同じ。）が５戸以下の

共同住宅等（省令第４条第２号に規定する

共同住宅等をいう。以下同じ。）に係るも

の

102,000円

住戸の総数が６戸以上10戸以下の共同住宅

等に係るもの

163,000円

住戸の総数が11戸以上30戸以下の共同住宅

等に係るもの

319,000円

住戸の総数が31戸以上50戸以下の共同住宅

等に係るもの

571,000円

住戸の総数が51戸以上100戸以下の共同住

宅等に係るもの

980,000円

住戸の総数が101戸以上200戸以下の共同住

宅等に係るもの

1,811,000円

住戸の総数が201戸以上300戸以下の共同住

宅等に係るもの

2,587,000円

住戸の総数が301戸以上の共同住宅等に係

るもの

3,168,000円

区 分 手数料の金額

一戸建て住宅に係るもの 22,500円

住戸の総数が５戸以下の共同住宅等に係る

もの

51,000円

住戸の総数が６戸以上10戸以下の共同住宅

等に係るもの

81,500円

住戸の総数が11戸以上30戸以下の共同住宅

等に係るもの

159,500円

住戸の総数が31戸以上50戸以下の共同住宅

等に係るもの

285,500円

住戸の総数が51戸以上100戸以下の共同住

宅等に係るもの

490,000円

住戸の総数が101戸以上200戸以下の共同住

宅等に係るもの

905,500円

住戸の総数が201戸以上300戸以下の共同住

宅等に係るもの

1,293,500円

住戸の総数が301戸以上の共同住宅等に係

るもの

1,584,000円



数を切り捨てた額）とする。

（確認の申出が併せて行われる場合の認定申請手数料等）

第４条 法第６条第２項（法第８条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による申出（以下「確認の申出」という。）が

行われる場合の認定申請手数料の額は、第２条に定める額に当

該確認の申出に係る建築物の部分の床面積の合計を建築基準法

（昭和25年法律第201号）第６条第１項の規定による申請に係る

建築物の部分の床面積の合計とみなして秋田市建築基準法関係

手数料条例（平成12年秋田市条例第８号）第２条第１項に定め

る額を加算した額とする。

２ 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合

の認定申請手数料の額は、前項の加算した額に当該昇降機を建

築基準法第87条の２において準用する同法第６条第１項の規定

による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして秋田市建築

基準法関係手数料条例第３条第１項に定める額を加算した額と

する。

３ 確認の申出について建築基準法第20条第２号又は第３号に定

める基準（同条第２号イ又は第３号イの政令で定める基準に従っ

た構造計算で、同条第２号イに規定する方法もしくはプログラ

ムによるもの又は同条第３号イに規定するプログラムによるも

のによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。）

に適合するかどうかの審査（以下「適合審査」という。）が必

要であると認められる場合の認定申請手数料の額は、前２項の

規定により計算した額に当該適合審査が行われる建築物の部分

の床面積の合計を同法第６条第５項に規定する構造計算適合性

判定を要する建築物の部分の床面積の合計とみなして秋田市建

築基準法関係手数料条例第４条第１項又は第２項に定める額を

加算した額とする。

４ 第１項の規定は確認の申出が行われる場合の変更認定申請手

数料の額について、第２項の規定は確認の申出に係る建築物に

昇降機に係る部分が含まれる場合の変更認定申請手数料の額に

ついて、前項の規定は確認の申出について適合審査が必要であ

ると認められる場合の変更認定申請手数料の額について準用す

る。

（譲受人決定認定申請手数料）

第５条 法第９条第１項の規定による申請に対する認定の事務に

つき徴収する手数料は、譲受人決定認定申請手数料とし、その

額は、当該申請１件につき、3,000円とする。

（地位承継承認申請手数料）

第６条 法第10条の規定による地位の承継に係る申請に対する承

認の事務につき徴収する手数料は、地位承継承認申請手数料と

し、その額は、当該申請１件につき、2,000円とする。

（徴収の時期）

第７条 第２条から前条までに規定する手数料は、申請が行われ

る際に徴収するものとする。

（手数料の不還付）

第８条 既納の手数料は、還付しない。

（過料）

第９条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者

は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に

相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以

下の過料に処する。

２ 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。

附 則

この条例は、平成21年６月４日から施行する。

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成21年５月27日

秋田市長 穂 積 志

秋田市条例第17号

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例（昭和26年秋田市条例第４号）

の一部を次のように改正する。

附則に次の２項を加える。

４ 平成21年６月に支給する特別職の職員の期末手当の額は、第

７条および次項の規定にかかわらず、これらの規定により算出

した額から、当該算出した額に市長にあっては100分の10、副

市長、常勤の監査委員および地方公営企業の管理者にあっては

100分の５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。

５ 平成21年６月に支給する期末手当に関する第７条の規定の適

用については、同条中「100分の155」とあるのは、「100分の140」

とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成21年５月27日

秋田市長 穂 積 志

秋田市条例第18号

秋田市職員給与条例の一部を改正する条例

秋田市職員給与条例（昭和28年秋田市条例第４号）の一部を次

のように改正する。

附則に次の１項を加える。

17 平成21年６月に支給する期末手当および勤勉手当に関する第

26条第２項および第３項ならびに第27条第２項の規定の適用に

ついては、第26条第２項中「100分の135」とあるのは「100分

の120」と、同条第３項中「100分の135」とあるのは「100分の

120」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第27条第

２項第１号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、

同項第２号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

平成21年５月27日

秋田市長 穂 積 志

秋田市条例第19号

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を改正する条例

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成

３年秋田市条例第６号）の一部を次のように改正する。

附則に次の２項を加える。

（期末手当に関する特例措置）

３ 平成21年６月に支給する教育長の期末手当の額は、第４条お

よび次項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額

から、当該算出した額に100分の５を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を減じ

て得た額とする。
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４ 平成21年６月に支給する期末手当に関する第４条の規定の適

用については、同条中「100分の155」とあるのは、「100分の140」

とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

平成21年５月27日

秋田市長 穂 積 志

秋田市条例第20号

秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する

条例の一部を改正する条例

秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例

（昭和22年秋田市条例第４号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

５ 平成21年６月に支給する期末手当に関する第５条第２項の規

定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100

分の140」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第27号

秋田市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の

一部を改正する規則

秋田市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則（平成

９年秋田市規則第44号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「第２条第２項第２号」を「第２条第２項第１

号」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第28号

秋田市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則

秋田市老人福祉法施行細則（平成７年秋田市規則第35号）の一

部を次のように改正する。

第14条の表第14号中「第29条第２項前段」を「第29条第２項」

に改め、同表第15号を次のように改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市介護保険法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第29号

秋田市介護保険法施行細則の一部を改正する規則

秋田市介護保険法施行細則（平成12年秋田市規則第25号）の一

部を次のように改正する。

第７条第１項および第２項中「第115条の11第１項」を「第115

条の12第１項」に、「第115条の20第１項」を「第115条の22第１

項」に改める。

第８条中「第78条の11および法第115条の19」を「第78条の12

および法第115条の21」に、「第115条の28」を「第115条の31」に

改める。

第９条第１項中「第78条の５、法第115条の14および法第115条

の23」を「第78条の５第１項、法第115条の15第１項および法第

115条の25第１項」に改め、同条第２項中「第78条の５、法第115

条の14および法第115条の23」を「第78条の５第１項、法第115条

の15第１項および法第115条の25第１項」に改め、「廃止、休止又

は」を削り、「廃止・休止・再開届出書」を「再開届出書」に改

め、同条に次の１項を加える。

３ 法第78条の５第２項、法第115条の15第２項および法第115条

の25第２項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止

（休止）届出書により行うものとする。

第10条中「第78条の７」を「第78条の８」に改める。

第12条を削る。

第11条中「前２条」を「前３条」に改め、同条中第10号を第11

号とし、第９号の次に次の１号を加える。

� 法令遵守責任者の氏名

第11条を第12条とし、第10条の次に次の１条を加える。

（業務管理体制の届出等）

第11条 法第115条の32第２項および第４項の規定による業務管

理体制の届出は、業務管理体制に係る届出書により行うものと

する。

２ 法第115条の32第３項の規定による業務管理体制の変更の届

出は、業務管理体制に係る変更届出書により行うものとする。

第13条第１項中「第115条の39第３項」を「第115条の45第３項」

に改め、同条第２項中「第115条の39第６項」を「第115条の45第

６項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市商工業振興条例施行規則および秋田市中小企業融資あっ

せん条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第30号

秋田市商工業振興条例施行規則および秋田市中小企業融資

あっせん条例施行規則の一部を改正する規則

次に掲げる規則の規定中「平成19年総務省告示第618号」を

「平成21年総務省告示第175号」に改める。

� 秋田市商工業振興条例施行規則（昭和58年秋田市規則第15

号）第２条第10号

� 秋田市中小企業融資あっせん条例施行規則（平成７年秋田

市規則第５号）第４条第６号

附 則
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規 則

（15） 法第29条第３項 有料老人ホーム廃止（休止）届



この規則は、公布の日から施行する。

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則および租税

特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第31号

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則および

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則の一部

を改正する規則

（租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則の一部改

正）

第１条 租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則（昭

和55年秋田市規則第16号）の一部を次のように改正する。

第１条および第２条第１項第１号中「第31条の２第２項第15

号ハ」を「第31条の２第２項第14号ハ」に、「第62条の３第４

項第15号ハ」を「第62条の３第４項第14号ハ」に改める。

第８号中「第31条の２第２項第15号ハおよび第62条の３第４

項第15号ハ」を「第31条の２第２項第14号ハおよび第62条の３

第４項第14号ハ」に、「第31条の２第２項第15号および第62条

の３第４項第15号」を「第31条の２第２項第14号および第62条

の３第４項第14号」に改める。

（租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則の一部改

正）

第２条 租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則（平

成７年秋田市規則第28号）の一部を次のように改正する。

第１条、第２条第１項および第３条中「第31条の２第２項第

16号ニ」を「第31条の２第２項第15号ニ」に、「第62条の３第

４項第16号ニ」を「第62条の３第４項第15号ニ」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則をここ

に公布する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第32号

秋田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律

第87号。以下「法」という。）の施行については、長期優良住

宅の普及の促進に関する法律施行令（平成21年政令第24号）お

よび長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成21

年国土交通省令第３号。以下「省令」という。）に定めるもの

のほか、この規則の定めるところによる。

（添付図書）

第２条 省令第２条第１項に規定する所管行政庁が必要と認める

図書は、次のとおりとする。

� 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81

号。以下「住宅品質確保法」という。）第44条第３項に規定

する登録住宅型式性能認定等機関（以下「登録住宅型式性能

認定等機関」という。）が行う住宅品質確保法第31条第１項

に規定する住宅型式性能認定（以下「住宅型式性能認定」と

いう。）を受けた型式に適合する住宅又は登録住宅型式性能

認定等機関が行う住宅型式性能認定を受けた型式に適合する

住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認

定等機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律施

行規則（平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施

行規則」という。）第41条第１項に規定する住宅型式性能認

定書（以下「住宅型式性能認定書」という。）の写し

� 住宅である住宅品質確保法第40条第１項に規定する認証型

式住宅部分等（以下「認証型式住宅部分等」という。）又は

住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、

住宅品質確保法施行規則第45条第１項に規定する型式住宅部

分等製造者認証書（以下「型式住宅部分等製造者認証書」と

いう。）の写し

� 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基

準（平成21年国土交通省告示第209号）第３に定める長期使

用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられてい

ることの審査を要する場合にあっては、住宅品質確保法第59

条第１項に規定する登録試験機関（以下「登録試験機関」と

いう。）が行う住宅品質確保法第58条第１項に規定する特別

評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料もしくは構

造方法又は特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験、

分析又は測定（登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。）

の結果の証明書その他の長期使用構造等とするための措置と

同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書

� 住宅が都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第９項

に規定する地区計画書（以下「地区計画等」という。）又は

景観法（平成16年法律第110号）第８条第１項に規定する景

観計画（以下「景観計画」という。）に適合することを確認

できる書類の写しおよび住宅が次条第３号アからオまでに掲

げる区域外又は地区外に位置するか否かを確認できる書類

２ 省令第２条第３項に規定する所管行政庁が不要と認める図書

は、次のとおりとする。

� 住宅型式性能認定書の写しを添付する場合にあっては、法

第５条第１項から第３項までの規定による認定の申請（以下

「認定申請」という。）に係る図書に明示すべき事項のうち、

当該住宅型式性能認定書において住宅品質確保法第５条第１

項に規定する住宅性能評価（以下「住宅性能評価」という。）

の申請で明示することを要しない事項として指定されたもの

� 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付する場合にあっ

ては、認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該型

式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請で明

示することを要しない事項として指定されたもの

（居住環境の維持および向上への配慮）

第３条 法第６条第１項第３号に規定する良好な景観の形成その

他の地域における居住環境の維持および向上への配慮に関する

基準は、次のとおりとする。

� 地区計画等の区域において、住宅が都市計画法第12条の５

第２項第３号に規定する地区整備計画に定められた建築物等

に関する事項に適合すること。

� 景観計画の区域において、住宅が当該景観計画に定められ

た建築物に関する事項に適合すること。

� 住宅は、次に掲げる区域外又は地区外に位置すること。た

だし、当該住宅が長期にわたって使用できると市長が認める

場合は、この限りでない。

ア 都市計画法第４条第４項に規定する促進区域

イ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設の区域
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ウ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業の施

行区域

エ 都市計画法第４条第８項に規定する市街地開発事業等予

定区域

オ 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第８条第１項の

規定による告示があった日後における同法第２条第３項に

規定する改良地区

（認定申請取下げの届出等）

第４条 認定申請又は法第８条第１項もしくは法第９条第１項の

規定による変更の認定に申請をした者は、市長が当該申請に係

る認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、認定

申請取下届により市長に届け出なければならない。

２ 法第10条の規定により承認の申請をした者は、市長が当該申

請に係る承認をする前に当該申請を取り下げようとするときは、

承認申請取下届により市長に届け出なければならない。

（建築工事の完了の報告）

第５条 法第10条に規定する認定計画実施者（以下「認定計画実

施者」という。）は、法第９条第１項に規定する認定長期優良

住宅建築等計画（以下「認定長期優良住宅建築等計画」という。）

に基づく住宅の建築工事が完了したときは、建築工事完了報告

書により市長に報告しなければならない。

（建築等の取りやめの申出）

第６条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づ

く住宅の建築又は維持保全を取りやめようとするときは、認定

計画に基づく住宅の建築又は維持保全取りやめ申出書により市

長に申し出なければならない。

（委任）

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

この規則は、平成21年６月４日から施行する。

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成21年５月25日

秋田市公平委員会

委員長 伊 勢 昌 弘

秋田市公平委員会規則第２号

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年秋田市公平委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。

別表議会事務局の項中「課長補佐」を「課長補佐 副参事」に

改め、同表市長の補助機関の項短期大学の項中「事務局長 理事」

を「事務局長」に、「事務長」を「事務長 参事」に改め、同表

市長の補助機関の項所属機関の項中

め、同表教育委員会の項教育機関の項中
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公 平 委 規 則

「
男女共生・次世代育成支援室

室長 副参事
」

を

「
男女共生・次世代育成支援室

室長 参事 副参事
」

に、

「
消費者センター

所長 副参事
」

を

「
消費者センター

所長 参事
」

に、

「
支所

支所長 参事 所長補佐 副参事
」

を

「
支所

支所長 参事

」

に、
市民サービスセンター

所長 参事 副参事

「
地域センター

寺内地域センター所長 飯島地域センター所長 御

野場地域センター所長 下北手地域センター所長
」

を

「
地域センター

寺内地域センター所長 太平地域センター所長 飯

島地域センター所長 御野場地域センター所長 下

北手地域センター所長
」

に、

「
動物園

園長 参事 事務長 副参事
」

を

「
動物園

園長 事務長 副参事
」

に、

「
秋田市民交流プラザ管理室

プラザ管理室長 参事 副参事
」

を

「
秋田市民交流プラザ管理室

プラザ管理室長 副理事 参事
」

に改

「
青少年センター

所長 副所長

」

勤労青少年ホーム

所長 副所長
を

少年指導センター

所長 副所長

「
青少年センター

所長 副所長 副参事

」

勤労青少年ホーム

所長 副所長 副参事
に、

少年指導センター

所長 副所長 副参事

「
公民館

館長 副館長
」

を



める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市職員からの苦情相談に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成21年５月25日

秋田市公平委員会

委員長 伊 勢 昌 弘

秋田市公平委員会規則第３号

秋田市職員からの苦情相談に関する規則の一部を改正する

規則

秋田市職員からの苦情相談に関する規則（平成17年秋田市公平

委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

第２条に次の１項を加える。

２ 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定

による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の２第１項に

規定する不服申立てに関する事案に係る問題について、苦情相

談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があ

ると認めるときは、この限りでない。

第４条第３項に次のただし書を加える。

ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この

限りでない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市告示第133号

平成21年５月12日市議会議事堂に秋田市議会臨時会を招集する。

平成21年５月１日

秋田市長 穂 積 志

付議事件

１ 秋田市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例を設定する

件

２ 秋田市市税条例等の一部を改正する専決処分について承認を

求める件

３ 秋田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正する専決処分について承認を求める件

４ 秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する専決処分につい

て承認を求める件

５ 平成20年度秋田市一般会計補正予算（第10号）に関する専決

処分について承認を求める件

６ 秋田市教育委員会委員の任命について同意を求める件

７ 秋田市教育委員会委員の任命について同意を求める件

８ 秋田市公平委員会委員の選任について同意を求める件

９ 秋田市監査委員の選任について同意を求める件

10 秋田市監査委員の選任について同意を求める件

11 秋田市固定資産評価審査委員会委員の選任ついて同意を求め

る件

12 秋田市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求

める件

13 秋田市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求

める件

14 秋田市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求

める件

15 秋田市固定資産評価員の選任について同意を求める件

16 人権擁護委員の候補者の推薦について意見を求める件

秋田市告示第134号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基

づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次

のものについては、次に掲げる出納員および現金取扱員に委任し、

又は再委任させたので、同項の規定により告示する。

平成21年５月１日

秋田市長 穂 積 志
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「
公民館

館長 副館長 副参事
」

に、

「
文化会館

館長 副館長 事務長 参事
」

を

「
文化会館

館長 副館長 事務長 参事 副参事
」

に改

告 示

会計管理者から出納員への委任

委任を受ける出納員 委 任 事 務

中 島 修 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務および情報公開・個人情報保護に関する費用の徴収に

ついての事務

堀 井 満 入札保証金に関する受領等についての事務。人事課において取り扱う財産売払い収入の収納に関する事務

工 藤 喜根男 寄附金の収納に関する事務

相 場 文 男 入札保証金に関する受領等についての事務

土 田 誠 定額給付金の出納保管に関する事務

瀧 維久子 コインコピー機に関する費用の徴収についての事務

菅 原 真 寄附金の収納に関する事務

佐々木 洋 兒 管財課において取り扱う財産売払い収入、財産貸付収入金の収納に関する事務、市庁舎の公衆電話使用料の

収納に関する事務および市庁舎内において拾得した金銭にかかる返還金の収納に関する事務
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佐々木 公 秀 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納に関する事務。市民

税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関

する事務

新 田 行 平 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金の収納に関する事務。

他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関す

る事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保

管に関する事務。松原簡易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およ

びこれらに附帯する収入金に関する事務

佐 藤 憲 一 都市再生街区公共基準点謄抄本手数料の収納に関する事務

須 田 亨 計量検査手数料の収納に関する事務。市営墓地管理手数料の収納に関する事務。市営墓地使用許可証の再交

付手数料の収納に関する事務。斎場公衆電話使用料の収納に関する事務。斎場におけるさい銭の収納に関す

る事務

小笠原 利 美 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、自動車臨時運行許可

手数料、電子証明書発行手数料、その他市民課所管に係る証明手数料の収納に関する事務。前納に係る斎場

使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 川 真 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に関する事務。他の地

方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。

つり銭の出納保管に関する事務。市税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関す

る事務。国民健康保険に係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第

三者行為に係る収入金の収納に関する事務

北 橋 洋 悦 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に関する事務。滞納処

分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。その他所管に属する収入金の領収

済通知書および領収書の保管に関する事務

沓 澤 正 一 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 光 宏 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証明手数料の収納に関

する事務。西部市民サービスセンター使用料の徴収に関する事務

加賀屋 重 彦 寺内地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。寺内地区コミュニティセンターの公衆

電話使用料の収納に関する事務

筒 井 弘 将軍野地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。将軍野地区コミュニティセンターの

公衆電話使用料の収納に関する事務

二 木 文 隆 太平地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

佐 藤 徳 司 外旭川地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。外旭川地区コミュニティセンターの

公衆電話使用料の収納に関する事務

畠 山 秋 雄 飯島地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。飯島地区コミュニティセンターの公衆

電話使用料の収納に関する事務

畠 也志史 上新城地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

渡 辺 和 文 御野場地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。南地区コミュニティセンターの公衆

電話使用料の収納に関する事務

前 田 喜久男 上北手地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話利用収入の収納に関する事務

村 井 敏 彦 下北手地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

永 田 博 金足地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

桜 田 隆 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入

歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料、その他の歳入金および歳入歳出外現金の収納に関

する事務。河辺地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出

納保管に関する事務

石 塚 稔 岩見三内連絡所において取り扱う税、手数料、使用料およびその他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 雄和市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出外現金の収納に関す

る事務。雄和地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納

保管に関する事務

京 極 進 大正寺連絡所において取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務
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佐々木 吉 丸 災害援護資金貸付金元利収入の収納に関する事務。老人福祉センターおよび河辺総合福祉交流センターの公

衆電話利用料の収納に関する事務

辻 直 文 心身障害者居室整備資金貸付元利金および身体障害者、知的障害者保護費負担金の収納に関する事務。福祉

医療費の第三者行為、不当利得、不正利得および高額療養費の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 母子寡婦家庭住宅整備資金貸付元利金および母子寡婦福祉資金貸付元利金の収納に関する事務。保育料なら

びに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。土崎ポートハイムの公衆電話使用料、洗濯機使用料およ

び光熱水費の収納に関する事務。各保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

畠 山 隆 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

古 木 恵美子 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

高 橋 朝 夫 食鳥処理事業の申請手数料に関する事務

古 里 正 昭 ごみ処理手数料、廃棄物処理業等手数料、個別排水処理使用料、電話料等およびこれらに附帯する収入金の

収納に関する事務

桑 村 吉 明 粗大ごみ収集運搬処理手数料および粗大ごみ用証紙出納保管に関する事務

内 藤 克 幸 秋田市雄和高尾山レクリエーション施設の公衆電話使用料の収納に関する事務

北 川 嘉 彦 入札保証金に関する受領等についての事務

佐 藤 徳 次 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

大 鐘 武 博 農林総務課における諸証明手数料の収納に関する事務。農業集落排水使用料および農業集落排水事業費分担

金の収納に関する事務。農林水産施設の使用料の収納に関する事務

長谷部 正 直 秋田市中央卸売市場の駐車場使用料等の収納に関する事務

佐 賀 定 建設総務課において取り扱う諸証明手数料、使用料および寄附金の収納に関する事務。市道証明手数料の収

納に関する事務。道路占用料および東西歩道橋広告板使用料の収納に関する事務

井 上 正 敏 都市整備部に係る諸証明手数料（住宅整備課を除く。）および入札保証金の収納に関する事務。秋操駅南地

区土地区画整理事業換地清算金および土地売払収入の徴収に関する事務

佐々木 淳 一 都市計画図等売払収入に関する事務。開発許可等申請手数料の収納に関する事務。屋外広告物申請手数料の

収納に関する事務

小 玉 充 郎 建築申請手数料等の収納に関する事務

相 原 健 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事務

大 高 三 雄 公園地使用料および千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、へそ公園および竹の

花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務。寄附金（千秋公園さくらファンド）の収納に関する事

務

最 上 徹 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事務。つり銭の出納保

管に関する事務

佐 藤 義 敏 有価証券の出納保管に関する事務

辻 永 徹 有価証券の出納保管に関する事務

伊 藤 賢 有価証券の出納保管に関する事務

斎 藤 和 敏 有価証券の出納保管に関する事務

菅 原 裕 子 有価証券の出納保管に関する事務

門 間 徹 秋田公立美術工芸短期大学の授業料および校地校舎使用料ならびに秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院

の授業料および校地校舎使用料の収納に関する事務。秋田公立美術工芸短期大学の入学検定料、入学料およ

び諸証明手数料ならびに秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の入学検定料および入学金の収納に関する

事務。秋田公立美術工芸短期大学の電話利用収入および複写機利用収入の収納に関する事務

工 藤 昌 夫 農業手数料および諸証明手数料の収納に関する事務

加賀谷 誠 各小中学校の公衆電話使用料の収納に関する事務

三 條 正 弘 教育研究所の公衆電話使用料の収納に関する事務

石郷岡 誠 一 河辺農林漁業資料館観覧料および雄和ふるさとセンター談話室使用料の収納事務。つり銭の出納保管に関す

る事務

千 葉 孝 之 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。八橋運動公園内の施設、附属地の

使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。北野田公園体育施設および附属地の使用料の収納に関す

る事務。市営運動場および公衆電話使用料の収納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海洋センターの使用料および公

衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 児童館、児童センターおよび児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

工 藤 松 雄 中央公民館の使用料の収納に関する事務

菅 原 清 土崎公民館の使用料、土崎体育館および附属地の使用料の収納に関する事務。公衆電話使用料の収納に関す

る事務。夜間照明設備使用料の収納に関する事務。将軍野高齢者学習センター公衆電話使用料の収納に関す

る事務
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菊 地 輝 子 西部公民館の使用料の収納に関する事務

石 塚 嗣 己 東部公民館の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

菅 原 穣 南部公民館の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

杉 山 重 弘 北部公民館の使用料の収納に関する事務

水戸瀬 保 夫 太平山自然学習センター使用料および電話利用収入の収納に関する事務ならびにつり銭の出納保管に関する

事務

石 塚 三 和 河辺公民館において取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

佐 藤 久 一 雄和公民館において取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

渋 谷 義 博 中央図書館明徳館の公衆電話使用料およびマイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

鎌 田 照 平 土崎図書館の公衆電話利用収入および光熱水費等利用収入の収納に関する事務

渋 谷 義 博 新屋図書館の公衆電話使用料の収納に関する事務。新屋図書館のマイクロフィルム複写代金の収納に関する

事務

畠 山 茂 美術館観覧料、図録頒布収入等の出納、保管に関する事務

土 田 繁 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

田 口 清 昭 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。

つり銭の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 佐竹史料館、久保田城御隅櫓、旧黒澤家住宅の観覧料の収納に関する事務。図録頒布等収入、望遠鏡利用収

入の収納に関する事務。電話利用収入の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

和 賀 芳 宏 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 秀 則 秋田市立秋田商業高等学校の授業料、入学検定料および入学金の収納に関する事務。秋田市立秋田商業高等

学校の公衆電話使用料の収納に関する事務

工 藤 淳 秋田市立御所野学院高等学校の授業料、入学金の収納に関する事務。秋田市立御所野学院高等学校の公衆電

話使用料の収納に関する事務

出納員から現金取扱員への再委任

委任する出納員 委任を受ける現金取扱員 委 任 事 務

中 島 修 鈴 木 功 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務および情報公開・個人情報保護に

関する費用の徴収についての事務

中 島 修 菅 原 忠 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務

中 島 修 塚 田 留美子 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務および情報公開・個人情報保護に

関する費用の徴収についての事務

中 島 修 三 浦 まゆみ 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務および情報公開・個人情報保護に

関する費用の徴収についての事務

中 島 修 渡 部 裕 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務および情報公開・個人情報保護に

関する費用の徴収についての事務

中 島 修 髙 橋 智 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務および情報公開・個人情報保護に

関する費用の徴収についての事務

中 島 修 大 塚 哲 平 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務

中 島 修 岡 村 時 雄 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務

中 島 修 佐々木 義 治 「秋田市史」その他書籍頒布料等の収納に関する事務

堀 井 満 佐々木 和 秋 入札保証金に関する受領等についての事務。人事課において取り扱う財産売払い収入の

収納に関する事務

工 藤 喜根男 松 橋 良 子 寄附金の収納に関する事務

工 藤 喜根男 田 森 智 明 寄附金の収納に関する事務

土 田 誠 堀 井 俊 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 佐 藤 渉 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 鈴 木 裕 之 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 佐 藤 司 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 武 田 文 人 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 佐 藤 英 臣 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 戸 堀 敏 孝 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 稲 川 興 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 佐 藤 智 喜 定額給付金の出納保管に関する事務
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土 田 誠 福 田 力 也 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 金 野 亨 定額給付金の出納保管に関する事務

土 田 誠 藤 田 純 貴 定額給付金の出納保管に関する事務

瀧 維久子 嶋 久美子 コインコピー機に関する費用の徴収についての事務

瀧 維久子 鈴 木 一 誌 コインコピー機に関する費用の徴収についての事務

瀧 維久子 伊 藤 扶美子 コインコピー機に関する費用の徴収についての事務

菅 原 真 鎌 田 善 仁 寄附金の収納に関する事務

菅 原 真 賀 陽 宏 子 寄附金の収納に関する事務

佐々木 洋 兒 佐 藤 浩 美 管財課において取り扱う財産売払い収入、財産貸付収入金の収納に関する事務

佐々木 洋 兒 松 岡 勇 樹 管財課において取り扱う財産売払い収入、財産貸付収入金の収納に関する事務

佐々木 洋 兒 三 浦 桂 子 市庁舎の公衆電話使用料の収納に関する事務および市庁舎内において拾得した金銭に係

る返還金の収納に関する事務

佐々木 洋 兒 保 坂 栄 悦 市庁舎の公衆電話使用料の収納に関する事務および市庁舎内において拾得した金銭に係

る返還金の収納に関する事務

佐々木 洋 兒 安 田 清 人 市庁舎の公衆電話使用料の収納に関する事務および市庁舎内において拾得した金銭に係

る返還金の収納に関する事務

佐々木 公 秀 須 磨 良 之 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 布 施 通 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 工 藤 育 子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 坂 本 弘 幸 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 奈 良 美奈子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 高 橋 英 利 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 神 居 恵美子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 鈴 木 千代美 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 長谷部 真 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 豊 澤 牧 子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 高 木 康 之 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 村 上 央 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 川 上 真 樹 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務
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佐々木 公 秀 今 野 三千和 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 斉 藤 亮 人 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 田 森 紀 子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 塚 本 修 一 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 松 岡 園 子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 佐 藤 梨 枝 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 伊 藤 一 彦 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 相 原 政 人 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 小 野 洋 樹 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 渡 邊 享一郎 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 高 橋 順 幸 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 泉 美 里 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 七 尾 慶 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 目 黒 陽 子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 今 泉 亜希子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 進 藤 健 吾 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 伊 勢 真理子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 佐々木 寿 文 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務
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佐々木 公 秀 佐 藤 絢 也 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 高 橋 知 子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 髙 田 綾 子 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 門 間 千 晶 市民税課および資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料、納税証明書交付手数料の収納

に関する事務。市民税課で取り扱う標識弁償金の収納に関する事務。市民税課および資

産税課で取り扱うつり銭の出納保管に関する事務

佐々木 公 秀 児 玉 香 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 菅 原 文 夫 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 渡 会 美智子 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 三 澤 直 人 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 尾 形 浩 子 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 清 水 直 子 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 進 藤 英 樹 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 高 橋 修 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 織 山 泰 彦 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 白 岩 実 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 佐々木 美 樹 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 伽羅谷 浩 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 大 島 直 美 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 佐 藤 久 富 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 石 川 宏 樹 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 廣 田 和 則 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 佐 藤 典 和 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 大 友 直 樹 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 三 浦 裕 樹 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 伊 藤 元 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 熊 谷 恵 一 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務
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佐々木 公 秀 神 田 梓 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 目 黒 健 太 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 伊 藤 慎 也 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 星 宮 勝 仁 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 相 澤 寿 之 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 熊 谷 浩 一 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 村 上 一 徳 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 佐 藤 和 憲 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 倉 部 靖 子 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 三 浦 智 文 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 戸 澤 久美子 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 工 藤 貴 志 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 長谷部 雅 子 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 藤 井 賢 司 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 柏 谷 宏 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 貝 沼 雄 亮 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 高 屋 伸 一 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 高 橋 望 美 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 久 米 正 輝 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

佐々木 公 秀 馬 場 良 明 資産税課で取り扱う諸証明書交付手数料および納税証明書交付手数料の収納に関する事

務

新 田 行 平 柏 谷 久 芳 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 石 川 惣 夫 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務
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新 田 行 平 佐 藤 正 樹 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 大 野 幸 雄 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 佐々木 寿 人 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 塚 田 貢 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 鎌 田 慶 子 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 淡 路 喜美雄 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 渡 邉 雅 樹 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 田 中 真 人 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 原 田 真 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務
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新 田 行 平 畑 山 淑 子 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 横 井 章 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 多 田 仁 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 岡 本 広 大 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 工 藤 奈津子 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 成 田 隆 志 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 野 中 智 美 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 斎 藤 基 浩 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 山 田 芳 久 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務
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新 田 行 平 田 口 誠 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 石 川 政 敏 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 永 井 祐 美 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 小 松 昌 司 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 七 尾 宏 和 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 佐 藤 雄 介 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 安 藤 大 樹 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 戸 嶋 聖 樹 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 相 原 直 子 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務
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新 田 行 平 柴 田 弘 毅 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 伊 藤 主 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 藤 原 喜 久 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 佐々木 実 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 滝 沢 良 子 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 銭 谷 純 一 市税、本市において徴収すべき県民税、国民健康保険税およびこれらに附帯する収入金

の収納に関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事

務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市

税その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。松原簡

易郵便局の市税および国民健康保険税等の収納に関する事務。国民健康保険税およびこ

れらに附帯する収入金に関する事務

新 田 行 平 金 子 歌 子 松原簡易郵便局の市税、国民健康保険税等の収納に関する事務

佐 藤 憲 一 鈴 木 仁 都市再生街区公共基準点謄抄本手数料の収納に関する事務

佐 藤 憲 一 二 木 光 映 都市再生街区公共基準点謄抄本手数料の収納に関する事務

佐 藤 憲 一 渋 谷 隆 一 都市再生街区公共基準点謄抄本手数料の収納に関する事務

須 田 亨 高 山 和 治 計量検査手数料の収納に関する事務。市営墓地管理手数料の収納に関する事務。市営墓

地使用許可証の再交付手数料の収納に関する事務

須 田 亨 吉 田 伸 宏 市営墓地管理手数料の収納に関する事務。市営墓地使用許可証の再交付手数料の収納に

関する事務

須 田 亨 夏 井 保 市営墓地管理手数料の収納に関する事務。市営墓地使用許可証の再交付手数料の収納に

関する事務

須 田 亨 吉 川 勇 市営墓地管理手数料の収納に関する事務。市営墓地使用許可証の再交付手数料の収納に

関する事務

須 田 亨 平 川 文 晴 市営墓地管理手数料の収納に関する事務。市営墓地使用許可証の再交付手数料の収納に

関する事務

須 田 亨 加 藤 隆 一 斎場公衆電話使用料の収納に関する事務。斎場におけるさい銭の収納に関する事務

須 田 亨 保 坂 誠 次 斎場公衆電話使用料の収納に関する事務。斎場におけるさい銭の収納に関する事務
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小笠原 利 美 石 川 忠 利 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 長谷川 一 英 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 皆 川 琴 恵 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐 藤 きよ子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 碇 谷 阿津子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 萬 明 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐々木 恒 紀 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 藤 原 陽 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 淡 路 留美子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 長谷部 陽 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 石 川 七 絵 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐 藤 勇 樹 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 石 井 香代子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務



秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号

―20―

小笠原 利 美 鎌 田 一 志 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 渡 辺 健 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 金 田 智 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 齊 藤 保 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐 藤 美 里 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐 藤 直 樹 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 福 田 力 也 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 黒 澤 徹 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 高 橋 香 織 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 石 川 瞳 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 最 上 優理子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 川 辺 生 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 近 碧 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務
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小笠原 利 美 金 郁 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 菅 原 一 浩 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 鎌 田 哲 也 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 長 野 仁 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 石 井 美代子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 水 澤 真 理 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 三 浦 史 佳 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 中 島 真祐子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 筒 井 潤 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 和 田 一 哉 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 藤 原 幹 太 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐 藤 瑞 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐 藤 博 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務
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小笠原 利 美 奈 良 正 樹 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 小 玉 淳 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐 藤 香 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 佐々木 澄 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 鈴 木 未 央 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 柴 田 知 恵 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 庄 司 真由美 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 菅 原 香 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 永 田 郁 子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 三 浦 和 恵 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 藤 井 基予子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他市民課所管に係る証明手数料

の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

小笠原 利 美 斎 藤 忠 志 斎場使用料の徴収等、週休日および祝日に行っている徴収事務（管財課守衛）

小笠原 利 美 榎 久 斎場使用料の徴収等、週休日および祝日に行っている徴収事務（管財課守衛）

小笠原 利 美 宮 田 憲 克 斎場使用料の徴収等、週休日および祝日に行っている徴収事務（管財課守衛）

小笠原 利 美 八 柳 信二郎 斎場使用料の徴収等、週休日および祝日に行っている徴収事務（管財課守衛）

小笠原 利 美 高 橋 博 斎場使用料の徴収等、週休日および祝日に行っている徴収事務（管財課守衛）

小笠原 利 美 嶋 田 幸 雄 斎場使用料の徴収等、週休日および祝日に行っている徴収事務（管財課守衛）

小笠原 利 美 小 玉 貢 斎場使用料の徴収等、週休日および祝日に行っている徴収事務（管財課守衛）

小笠原 利 美 小 原 信 一 斎場使用料の徴収等、週休日および祝日に行っている徴収事務（管財課守衛）
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石 川 真 加 藤 芳 夫 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 服 部 芳 久 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 菅 原 文 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 鈴 木 淳 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 嵯 峨 博 文 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 佐々木 一 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 加 藤 信 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 船 川 琢 也 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 金 子 淑 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務
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石 川 真 佐 藤 真 梨 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 中 鉢 芳 恵 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 加 藤 忍 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務。国民健康保険診療報酬の不当利得および第三者

行為に係る収入金の収納に関する事務

石 川 真 大 門 昭 男 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 小 松 健 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 三 浦 美 香 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 大 橋 淳 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 関 嘉 仁 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 小 川 宏 人 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 高 橋 紫 穂 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務
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石 川 真 熊 谷 憲 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 大 倉 純 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 加 藤 さつき 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 佐 藤 広 孝 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 大 竹 規 敬 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 佐 藤 美保子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 菊 池 久美子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 奈 良 かおり 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 檜 森 隆 弥 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 木 山 尚 之 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 千 葉 舞 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務
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石 川 真 長谷部 富 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 柏 谷 英一郎 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 児 玉 功 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 木 村 寿 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 安 宅 由香子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 杉 田 綾 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 伊 藤 武 也 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 加 藤 幹 雄 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 三 浦 雄 一 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 保 坂 昭 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 鎌 田 直 人 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務
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石 川 真 北 林 義 規 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 伊 藤 仁 史 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 阿 部 真 幸 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 宇佐美 元 気 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 石 井 公 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 伊 藤 幸 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 伊 藤 智 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 佐 賀 雅 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 竹 内 紀 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 佐 藤 滋 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 長谷川 順 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務
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石 川 真 山 崎 裕 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 嵯 峨 昌 美 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 鈴 木 智 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 石 川 夕 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

石 川 真 佐々木 成 子 国保税、市税、本市において徴収すべき県民税およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。他の地方公共団体から徴収嘱託を受けた収入金の収納に関する事務。滞納

処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。市税その他

所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務。国民健康保険に

係る諸証明手数料の収納に関する事務

北 橋 洋 悦 佐々木 廣 次 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 佐 藤 喜代隆 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 三 浦 善 人 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 伊 藤 達 矢 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 齋 藤 ひかる 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 安 杖 悟 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 桜 庭 勇 人 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 佐々木 修 宏 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 斎 藤 浩 芳 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 加 藤 幸 人 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務
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北 橋 洋 悦 橋 本 隆 之 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

北 橋 洋 悦 相 澤 里 佳 本市において徴収すべき後期高齢者医療保険料およびこれらに附帯する収入金の収納に

関する事務。滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する

事務。その他所管に属する収入金の領収済通知書および領収書の保管に関する事務

沓 澤 正 一 佐 藤 淳 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 堀 野 恵美子 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 佐々木 泰 子 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 豊 島 明 美 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 蓮 沼 勉 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 鹿渡谷 綾 子 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 今 野 喜保子 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 松 橋 美 穂 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 伊 藤 桂 子 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 熊 谷 恵 一 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 八木橋 久美子 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

沓 澤 正 一 渡 辺 久美子 各種証明書交付手数料および市税等の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事

務

田 口 光 宏 中 島 寿美子 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 納 谷 信 広 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 斎 藤 一 洋 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 熊 谷 信 孝 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 山 田 直 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 清 水 博 文 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 佐々木 一 幸 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 高 屋 速 人 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務。西部市民サービスセンター使用料の徴収に関する事務

田 口 光 宏 稲 川 有 子 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 奥 山 智 陽 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 宇 野 富士雄 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 船 木 広 喜 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務
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田 口 光 宏 近 間 泰 彦 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 大 渕 政 秋 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 竹 内 元 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

田 口 光 宏 三 浦 憲 子 各コミュニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務。地縁による団体認可証

明手数料の収納に関する事務

加賀屋 重 彦 坂 口 陽 一 寺内地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。寺内地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀屋 重 彦 中 島 敏 子 寺内地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。寺内地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

筒 井 弘 佐 藤 康 仁 将軍野地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。将軍野地区コミュ

ニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

筒 井 弘 小幡谷 歩 美 将軍野地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。将軍野地区コミュ

ニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

筒 井 弘 中 田 純 子 将軍野地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。将軍野地区コミュ

ニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

二 木 文 隆 舟 木 一 弘 太平地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

二 木 文 隆 角 元 義 太平地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

二 木 文 隆 永 井 美代子 太平地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

佐 藤 徳 司 土 田 幸 二 外旭川地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。外旭川地区コミュ

ニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

佐 藤 徳 司 佐 藤 富美子 外旭川地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。外旭川地区コミュ

ニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

佐 藤 徳 司 長 澤 奈津子 外旭川地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。外旭川地区コミュ

ニティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

畠 山 秋 雄 秋 本 均 飯島地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。飯島地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

畠 山 秋 雄 石 川 洋 子 飯島地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。飯島地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

畠 山 秋 雄 福 島 恵美子 飯島地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。飯島地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

畠 也志史 保 坂 匡 上新城地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

畠 也志史 村 上 裕 子 上新城地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

渡 辺 和 文 相 原 邦 男 御野場地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。南地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

渡 辺 和 文 佐 藤 勇 正 御野場地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。南地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

渡 辺 和 文 熊 谷 春 美 御野場地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。南地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

渡 辺 和 文 高 橋 幸 子 御野場地域センターにおける手数料および使用料の収納に関する事務。南地区コミュニ

ティセンターの公衆電話使用料の収納に関する事務

前 田 喜久男 大 川 治 夫 上北手地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話利用収入の収納に関する事

務

前 田 喜久男 熊 谷 とも子 上北手地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話利用収入の収納に関する事

務

村 井 敏 彦 長谷川 善 友 下北手地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

村 井 敏 彦 小 坂 あつ子 下北手地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

永 田 博 小 川 明 男 金足地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

永 田 博 浜 田 真理子 金足地域センターにおける手数料、使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

桜 田 隆 佐々木 聡 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務
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桜 田 隆 加賀谷 睦 知 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 平 塚 久 訓 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 旭 茂 喬 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 宇 野 京 子 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 石 川 よう子 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 浅 利 朋 子 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 船 木 透 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 松 橋 陽 子 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 大 高 大 亮 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 佐々木 淳 也 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 船 木 葉 子 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 佐 藤 晴 美 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 三 浦 悠 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 宇 野 富士雄 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。手数料その他の歳入金およ

び歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務

桜 田 隆 帆 苅 博 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 中 川 豊 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 加 成 正 臣 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務

桜 田 隆 棚 橋 正 昭 土崎支所において取り扱う総務手数料の収納に関する事務。税、手数料、使用料その他

の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返還金の収納に関する事務。つり銭の出納保管

に関する事務
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柴 田 守 沓 澤 五百子 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。河辺地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳

入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 佐 藤 公 紀 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。河辺地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳

入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 仲 鉢 誠 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。河辺地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳

入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 佐 藤 明紀子 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。河辺地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳

入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 金 次 男 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料および使用料その他の歳入金の収納に関

する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 池 田 誠 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料および使用料その他の歳入金の収納に関

する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 進 藤 秀 麿 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料および使用料その他の歳入金の収納に関

する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 大 和 良 志 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料および使用料その他の歳入金の収納に関

する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 小 野 親 明 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料および使用料その他の歳入金の収納に関

する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 三 浦 裕芽子 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料および使用料その他の歳入金の収納に関

する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 大 山 由紀子 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 稲 垣 和 春 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 佐々木 裕香子 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 安 田 清 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 熊 谷 直 正 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 小野寺 裕 子 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 佐 藤 恵美子 河辺市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

柴 田 守 足 利 司 都市計画図等売払収入に関する事務。諸証明手数料の収納に関する事務

柴 田 守 佐々木 崇 仁 都市計画図等売払収入に関する事務。諸証明手数料の収納に関する事務

柴 田 守 鈴 木 喜 隆 河辺市民センターにおいて取り扱う使用料の収納に関する事務。河辺地域活動センター

において取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関す

る事務

柴 田 守 榊 博 光 河辺市民センターにおいて取り扱う使用料の収納に関する事務。河辺地域活動センター

において取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関す

る事務

石 塚 稔 佐 藤 直 樹 岩見三内連絡所において取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

石 塚 稔 佐 藤 幸 子 岩見三内連絡所において取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 佐 藤 栄 保 雄和市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。雄和地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳

入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務
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石 黒 和 雄 佐 川 成 人 雄和市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。雄和地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳

入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 佐 藤 三 歩 雄和市民センターにおいて取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金および歳入歳出

外現金の収納に関する事務。雄和地域活動センターにおいて取り扱う使用料その他の歳

入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 七 尾 宗 弘 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、自動車臨時運行許可手数料その他諸証明手数

料の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。粗大ごみ収集運搬

処理手数料の収納および粗大ごみ用証紙出納保管に関する事務。つり銭の出納保管に関

する事務

石 黒 和 雄 黒 崎 博 正 公衆電話使用料の収納に関する事務。雄和地域活動センターにおいて取り扱う使用料そ

の他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 伊 藤 勉 雄和市民センターにおいて取り扱う税および税に係る各種証明書交付手数料の収納に関

する事務。標識弁償金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 堆 佐々木 俊 樹 雄和市民センターにおいて取り扱う税および税に係る各種証明書交付手数料の収納に関

する事務。標識弁償金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 大 嶋 一 洋 雄和市民センターにおいて取り扱う税および税に係る各種証明書交付手数料の収納に関

する事務。標識弁償金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 石 黒 禎 人 雄和市民センターにおいて取り扱う税および税に係る各種証明書交付手数料の収納に関

する事務。標識弁償金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 佐々木 由紀子 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

自動車臨時運行許可手数料、電子証明書発行手数料その他諸証明手数料の収納に関する

事務。前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。郵便請求による金券の収納に関する

事務。国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の収納に関する事務。つり銭の出納

保管に関する事務

石 黒 和 雄 大 宮 浩 樹 自動車臨時運行許可手数料その他諸証明手数料の収納に関する事務。前納に係る斎場使

用料の収納に関する事務。粗大ごみ収集運搬処理手数料の収納および粗大ごみ用証紙出

納保管に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 佐 藤 朱 美 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

電子証明書発行手数料その他諸証明手数料の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料

の収納に関する事務。郵便請求による金券の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関

する事務

石 黒 和 雄 清 水 章 代 戸籍諸手数料、住民基本台帳関係諸手数料、印鑑証明手数料、印鑑登録証交付手数料、

電子証明書発行手数料その他諸証明手数料の収納に関する事務。前納に係る斎場使用料

の収納に関する事務。郵便請求による金券の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関

する事務

石 黒 和 雄 東海林 裕美子 介護保険料および介護保険料の滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。保育所保

護費負担金、延長保育利用収入および一時保育利用収入の収納に関する事務。畜犬取締

手数料の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 鎌 田 美 穂 介護保険料および介護保険料の滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。保育所保

護費負担金、延長保育利用収入および一時保育利用収入の収納に関する事務。畜犬取締

手数料の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 加 藤 ゆみ子 介護保険料および介護保険料の滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。保育所保

護費負担金、延長保育利用収入および一時保育利用収入の収納に関する事務。畜犬取締

手数料の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 池 田 義 高 農業集落排水事業費分担金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 加賀谷 富喜子 農業集落排水事業費分担金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

石 黒 和 雄 浅 野 進 都市計画図等売払収入に関する事務。諸証明手数料の収納に関する事務

石 黒 和 雄 加 藤 秀 夫 都市計画図等売払収入に関する事務。諸証明手数料の収納に関する事務

石 黒 和 雄 佐 藤 長 雄 前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。雄和地域活動センターにおいて取り扱う使

用料その他の歳入金の収納に関する事務

石 黒 和 雄 鎌 田 藤 夫 前納に係る斎場使用料の収納に関する事務。雄和地域活動センターにおいて取り扱う使

用料その他の歳入金の収納に関する事務

京 極 進 池 田 節 子 大正寺連絡所において取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金の収納に関する事務。

つり銭の出納保管に関する事務
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京 極 進 菅 野 祥 子 大正寺連絡所において取り扱う税、手数料、使用料その他の歳入金の収納に関する事務。

つり銭の出納保管に関する事務

佐々木 吉 丸 永 田 智 災害援護資金貸付金元利収入の収納に関する事務

佐々木 吉 丸 西 田 幹 老人福祉センターおよび河辺総合福祉交流センターの公衆電話利用料の収納に関する事

務

辻 直 文 鎌 田 隆 広 福祉医療費の第三者行為、不当利得、不当利得および高額療養費の収納に関する事務

辻 直 文 田 中 美 希 身体障害者、知的障害者保護費負担金の収納に関する事務

辻 直 文 佐 藤 俊 心身障害者居室整備資金貸付元利金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 保 坂 泰 葉 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 吉 田 典 雄 土崎ポートハイムの公衆電話使用料、洗濯機使用料および光熱水費の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 伊 藤 由紀代 川口保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 加賀谷 節 子 川口保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 桑 原 京 子 土崎保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 後 藤 節 子 土崎保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 田 山 恵 子 土崎保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 遠 藤 洋 子 保戸野保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 佐々木 勢紀子 保戸野保育所の保育料、竜話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 伊 東 美樹子 手形第一保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 小 林 晶 子 手形第一保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 筒 井 由起子 川尻保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 菅 原 恵 子 川尻保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 泉 清 子 牛島保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 高 橋 孝 子 牛島保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 津 田 徹 港北保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 森 なみ子 港北保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 石 川 祐 子 泉保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 高 橋 弘 子 泉保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 宮 崎 まち子 泉保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 佐々木 牧 子 寺内保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 佐 藤 圭 子 寺内保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 大 塚 孝 子 寺内保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 組 谷 節 子 河辺中央保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 豊 島 りり子 河辺中央保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 小野寺 輝 子 岩見三内保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 佐 藤 陽 子 岩見三内保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 藤 田 静 子 戸島保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 土 田 芳 子 戸島保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 菊 地 久 子 新波保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 横 田 孝 子 新波保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 佐 藤 みき子 川添保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 高 橋 真知子 川添保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 伊 藤 フミ子 雄和中央保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 船 木 伊智子 雄和中央保育所の保育料、電話使用料の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 北 島 学 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 吉 田 渉 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 名古屋 晃 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 進 藤 聡 彦 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 新 野 史 織 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 小 玉 研 一 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 佐 藤 和 人 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 佐 藤 高 司 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 村 越 鐘 子 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 柴 田 蘭 母子寡婦家庭住宅整備資金貸付元利金および母子寡婦福祉資金貸付元利金の収納に関す

る事務
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黒 沢 光 伸 鎌 田 護 母子寡婦家庭住宅整備資金貸付元利金および母子寡婦福祉資金貸付元利金の収納に関す

る事務

黒 沢 光 伸 伊 藤 由 子 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 門 間 淳 一 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

黒 沢 光 伸 大 関 えりか 保育料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務

畠 山 隆 鎌 田 稔 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 小 玉 貢 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 斉 藤 忠 志 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 小 原 信 一 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 榎 久 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 髙 橋 博 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 宮 田 憲 克 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 八 柳 信二郎 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 嶋 田 幸 雄 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 佐 藤 幸 喜 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 佐 藤 広 美 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 石 井 隆 幸 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

畠 山 隆 三 浦 洋 平 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

古 木 恵美子 櫻 庭 俊 明 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

古 木 恵美子 佐 野 浩 一 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

古 木 恵美子 粟 津 優加利 生活保護費返還金の収納に関する事務。行旅人の旅費等に関する事務

高 橋 朝 夫 田 近 憲 一 食鳥処理事業の申請手数料に関する事務

古 里 正 昭 工 藤 一 権 ごみ処理手数料、廃棄物処理業等手数料、個別排水処理使用料、電話料等およびこれら

に附帯する収入金の収納に関する事務

古 里 正 昭 佐 藤 貴 之 ごみ処理手数料、廃棄物処理業等手数料、個別排水処理使用料、電話料等およびこれら

に附帯する収入金の収納に関する事務

古 里 正 昭 佐 藤 さやか ごみ処理手数料、廃棄物処理業等手数料、個別排水処理使用料、電話料等およびこれら

に附帯する収入金の収納に関する事務

桑 村 吉 明 大 澤 義 人 粗大ごみ収集運搬処理手数料および粗大ごみ用証紙出納保管に関する事務

桑 村 吉 明 藤 田 芳 幸 粗大ごみ収集運搬処理手数料および粗大ごみ用証紙出納保管に関する事務

桑 村 吉 明 船 木 勇 一 粗大ごみ収集運搬処理手数料および粗大ごみ用証紙出納保管に関する事務

桑 村 吉 明 沼 倉 廣 三 粗大ごみ収集運搬処理手数料および粗大ごみ用証紙出納保管に関する事務

内 藤 克 幸 菅 原 寿 希 秋田市雄和高尾山レクリエーション施設の公衆電話使用料の収納に関する事務

北 川 嘉 彦 八木橋 久 美 入札保証金に関する受領等についての事務

北 川 嘉 彦 小 野 真紀子 入札保証金に関する受領等についての事務

北 川 嘉 彦 工 藤 暢 入札保証金に関する受領等についての事務

北 川 嘉 彦 佐々木 智 子 入札保証金に関する受領等についての事務

北 川 嘉 彦 柿 崎 知 洋 入札保証金に関する受領等についての事務

佐 藤 徳 次 小 松 守 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 渡 邉 宏 樹 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 千 葉 克 己 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 伊 藤 博 之 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 宇佐美 喜 志 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 八 柳 泰 輔 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 高 橋 照 之 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 佐々木 一 也 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 斉 藤 徹 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 佐 藤 秀 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 本 間 弘 生 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 阿 部 杏 子 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 三 浦 匡 哉 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 宇佐美 均 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 山 上 昇 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 佐々木 祐 紀 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務
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佐 藤 徳 次 高 橋 拓 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 安 永 千 秋 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 丸 山 礼 子 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 風 登 百 愛 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 渡 辺 一 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 松 井 健 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 佐 藤 正 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 泉 弘 美 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 西 方 理 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 佐 藤 光 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 斎 藤 勇 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 鈴 木 修 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入、寄附金の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 福 田 芙 美 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 佐々木 清 恵 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入の収納に関する事務

佐 藤 徳 次 藤 原 京 子 大森山動物園の入園料、図録頒布収入、えさやり体験収入の収納に関する事務

大 鐘 武 博 沖 隆 志 農林総務課における諸証明手数料の収納に関する事務。農業集落排水使用料および農業

集落排水事業費分担金の収納に関する事務。農林水産施設の使用料の収納に関する事務

大 鐘 武 博 齋 藤 正 美 農林総務課における諸証明手数料の収納に関する事務。農業集落排水使用料および農業

集落排水事業費分担金の収納に関する事務。農林水産施設の使用料の収納に関する事務

大 鐘 武 博 小野寺 晃 農林総務課における諸証明手数料の収納に関する事務。農業集落排水使用料および農業

集落排水事業費分担金の収納に関する事務。農林水産施設の使用料の収納に関する事務

大 鐘 武 博 池 田 義 高 農林総務課における諸証明手数料の収納に関する事務。農業集落排水使用料および農業

集落排水事業費分担金の収納に関する事務。農林水産施設の使用料の収納に関する事務

長谷部 正 直 高 山 信 義 秋田市中央卸売市場の駐車場使用料等の収納に関する事務

長谷部 正 直 堀 辰 生 秋田市中央卸売市場の駐車場使用料等の収納に関する事務

長谷部 正 直 北 島 千恵子 秋田市中央卸売市場の駐車場使用料等の収納に関する事務

長谷部 正 直 船 川 裕 也 秋田市中央卸売市場の駐車場使用料等の収納に関する事務

長谷部 正 直 斉 藤 絵 理 秋田市中央卸売市場の駐車場使用料等の収納に関する事務

長谷部 正 直 佐 川 和 幸 秋田市中央卸売市場の駐車場使用料等の収納に関する事務

佐 賀 定 二 木 正 行 市道証明手数料の収納に関する事務

佐 賀 定 佐々木 俊 一 建設総務課において取り扱う諸証明手数料、使用料および寄附金の収納に関する事務

佐 賀 定 柴 田 俊 雄 道路占用料および東西歩道橋広告使用料の収納に関する事務

佐 賀 定 大 宮 均 法定外公共物使用料の収納に関する事務

井 上 正 敏 吉 田 忍 諸証明手数料および入札保証金の収納に関する事務

井 上 正 敏 長 岐 大 輔 諸証明手数料の収納に関する事務

井 上 正 敏 安 藤 美穂子 諸証明手数料の収納に関する事務

井 上 正 敏 高 橋 由美子 諸証明手数料および入札保証金の収納に関する事務

井 上 正 敏 銭 谷 里 美 諸証明手数料の収納に関する事務

井 上 正 敏 鈴 木 裕 之 秋操駅南地区土地区画整理事業換地清算金および土地売払収入に関する事務

井 上 正 敏 後 藤 浩 基 秋操駅南地区土地区画整理事業換地清算金および土地売払収入に関する事務

井 上 正 敏 嶋 田 博 和 秋操駅南地区土地区画整理事業換地清算金および土地売払収入に関する事務

佐々木 淳 一 加賀谷 学 都市計画図等売払収入に関する事務。屋外広告物申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 堀 祐 樹 都市計画図等売払収入に関する事務。屋外広告物申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 保 坂 悟 都市計画図等売払収入に関する事務。屋外広告物申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 伊 藤 直 樹 都市計画図等売払収入に関する事務。屋外広告物申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 佐 藤 守 都市計画図等売払収入に関する事務。屋外広告物申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 辻 晋 都市計画図等売払収入に関する事務。屋外広告物申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 太 田 康 子 都市計画図等売払収入に関する事務。屋外広告物申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 藤 田 順 洋 都市計画図等売払収入に関する事務

佐々木 淳 一 大 野 英 都市計画図等売払収入に関する事務

佐々木 淳 一 伊 藤 譲 司 都市計画図等売払収入に関する事務

佐々木 淳 一 田 口 秀 彦 都市計画図等売払収入に関する事務

佐々木 淳 一 佐 藤 大 泉 開発許可等申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 大 岡 義 弘 開発許可等申請手数料の収納に関する事務
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佐々木 淳 一 伊 藤 史 明 開発許可等申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 工 藤 謙 開発許可等申請手数料の収納に関する事務

佐々木 淳 一 藤 島 誉 開発許可等申請手数料の収納に関する事務

小 玉 充 郎 吉 川 朋 子 建築申請手数料等の収納に関する事務

小 玉 充 郎 鈴 木 孝 友 建築申請手数料等の収納に関する事務

小 玉 充 郎 富 樫 剛 建築申請手数料等の収納に関する事務

小 玉 充 郎 野 呂 愛 子 建築申請手数料等の収納に関する事務

小 玉 充 郎 長谷川 淳 子 建築申請手数料等の収納に関する事務

相 原 健 石 澤 盛 一 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

相 原 健 伊 藤 清 弥 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

相 原 健 富 樫 親 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

相 原 健 守 屋 直 子 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

相 原 健 畠 山 欣 丈 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

相 原 健 塚 田 敏 春 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

相 原 健 柳 原 一 彦 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

相 原 健 安 田 一 男 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

相 原 健 渡 部 広 秋 住宅使用料、分譲住宅敷地転貸料、駐車場使用料および諸証明手数料の収納に関する事

務

大 高 三 雄 西 村 雅 光 公園地使用料および千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、

へそ公園および竹の花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務。寄附金（千秋

公園さくらファンド）の収納に関する事務

大 高 三 雄 山 本 志 津 公園地使用料および千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、

へそ公園および竹の花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務。寄附金（千秋

公園さくらファンド）の収納に関する事務

大 高 三 雄 保 坂 誠 毅 千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、へそ公園および竹の

花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務

大 高 三 雄 大 渕 丹十郎 千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、へそ公園および竹の

花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務

大 高 三 雄 渡 辺 卓 也 千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、へそ公園および竹の

花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務

大 高 三 雄 石 塚 久 志 千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、へそ公園および竹の

花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務

大 高 三 雄 鈴 木 勝 義 千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、へそ公園および竹の

花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務

大 高 三 雄 富 樫 潤 千秋公園駐車場使用料の収納に関する事務。太平山リゾート公園、へそ公園および竹の

花公園における公衆電話使用料の収納に関する事務

最 上 徹 鈴 木 聰 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 渡 部 正 保 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 熊 地 尚 子 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 河 村 勝 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 星 花 枝 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務
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最 上 徹 渋 谷 一 成 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 伊 藤 史 晃 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 横 山 朋 泰 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 今 邦 夫 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 保 坂 賢 一 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 珍 田 澄 夫 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 鈴 木 厚 子 複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に

関する事務

最 上 徹 吉 田 理 紗 複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に

関する事務

最 上 徹 須 田 剛 光 複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に

関する事務

最 上 徹 新 野 敦 子 複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事務。つり銭の出納保管に

関する事務

最 上 徹 越前谷 裕 美 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 佐 藤 学 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

最 上 徹 伊 藤 千 歳 市民交流プラザ使用料、複写機使用料および自主事業に関する収入金の収納に関する事

務。つり銭の出納保管に関する事務

門 間 徹 加 藤 優 子 秋田公立美術工芸短期大学の授業料および校地校舎使用料ならびに秋田公立美術工芸短

期大学附属高等学院の授業料および校地校舎使用料の収納に関する事務。秋田公立美術

工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料ならびに秋田公立美術工芸短期

大学附属高等学院の入学検定料および入学金の収納に関する事務。秋田公立美術工芸短

期大学の電話利用収入および複写機利用収入の収納に関する事務

門 間 徹 畠 山 高 朗 秋田公立美術工芸短期大学の授業料および校地校舎使用料ならびに秋田公立美術工芸短

期大学附属高等学院の授業料および校地校舎使用料の収納に関する事務。秋田公立美術

工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料ならびに秋田公立美術工芸短期

大学附属高等学院の入学検定料および入学金の収納に関する事務。秋田公立美術工芸短

期大学の電話利用収入および複写機利用収入の収納に関する事務

門 間 徹 高 橋 真理子 秋田公立美術工芸短期大学の授業料および校地校舎使用料ならびに秋田公立美術工芸短

期大学附属高等学院の授業料および校地校舎使用料の収納に関する事務。秋田公立美術

工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料ならびに秋田公立美術工芸短期

大学附属高等学院の入学検定料および入学金の収納に関する事務。秋田公立美術工芸短

期大学の電話利用収入および複写機利用収入の収納に関する事務

門 間 徹 金 清 祐 秋田公立美術工芸短期大学の授業料および校地校舎使用料ならびに秋田公立美術工芸短

期大学附属高等学院の授業料および校地校舎使用料の収納に関する事務。秋田公立美術

工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料ならびに秋田公立美術工芸短期

大学附属高等学院の入学検定料および入学金の収納に関する事務。秋田公立美術工芸短

期大学の電話利用収入および複写機利用収入の収納に関する事務

門 間 徹 佐々木 悟 秋田公立美術工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料の収納に関する事

務

門 間 徹 石 黒 一 史 秋田公立美術工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料の収納に関する事

務

門 間 徹 佐 藤 智 広 秋田公立美術工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料の収納に関する事

務

門 間 徹 石 井 中 秋田公立美術工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料の収納に関する事

務
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門 間 徹 保 坂 実 希 秋田公立美術工芸短期大学の入学検定料、入学料および諸証明手数料の収納に関する事

務

工 藤 昌 夫 朝 倉 優 子 農業手数料および諸証明手数料の収納に関する事務

工 藤 昌 夫 鈴 木 清 美 農業手数料および諸証明手数料の収納に関する事務

工 藤 昌 夫 小 野 義 郎 農業手数料および諸証明手数料の収納に関する事務

工 藤 昌 夫 金 久美子 農業手数料および諸証明手数料の収納に関する事務

工 藤 昌 夫 佐々木 聡 農業手数料および諸証明手数料の収納に関する事務

工 藤 昌 夫 加賀谷 富喜子 農業手数料および諸証明手数料の収納に関する事務

工 藤 昌 夫 齊 藤 又右衛 農業手数料および諸証明手数料の収納に関する事務

加賀谷 誠 向 井 顕 悟 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 加賀谷 久 良 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 佐 藤 孝 徳 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 藤 田 英 樹 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 川 邊 きさ子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 保 坂 幸 治 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 中 村 佳 晃 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 工 藤 司 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 米 谷 隆 一 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 小 野 益 美 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 杉 舘 保 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 斎 藤 仁 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 加賀谷 司 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 佐々木 祥 子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 齋 藤 なお子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 鈴 木 幸 雄 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 小野寺 秀 悦 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 加 藤 忠 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 三 浦 保 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 安 田 三 雄 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 佐々木 満 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 佐 藤 義 幸 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 小 松 貞 明 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 佐々木 清 春 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 嶋 田 武 重 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 斎 藤 幸 久 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 大 倉 真理子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 伊 藤 匡 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 齋 藤 進 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 佐 藤 登 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 伊 藤 等 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 藤 沢 隆 志 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 廣 瀬 忠 広 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 鎌 田 秀 美 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 鈴 木 健 一 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 藤 田 忠 夫 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 鈴 木 久 洋 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 宇佐美 正 信 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 長谷川 昌 彦 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 佐々木 正 人 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 小 野 利 助 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 大 島 雅 之 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 中 村 隆 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 佐 藤 長 幸 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 伊 藤 優 子 公衆電話使用料の収納に関する事務
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加賀谷 誠 鎌 田 金 悦 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 伊 藤 雅 博 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 鈴 木 真 仁 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 中 川 悦 子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 鈴 木 洋 子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 吉 田 孝 之 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 大 類 睦 美 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 谷 口 満 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 加 藤 武 志 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 斎 藤 武 彦 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 保 坂 一 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 芳 賀 悟 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 田 村 てい子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 石 塚 美代子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 加 藤 育 生 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 塚 田 浩 明 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 松 岡 貴 子 公衆電話使用料の収納に関する事務

加賀谷 誠 金 城 裕 之 公衆電話使用料の収納に関する事務

三 條 正 弘 浅 田 由紀子 教育研究所の公衆電話使用料の収納に関する事務

石郷岡 誠 一 西 谷 隆 河辺農林漁業資料館観覧料および雄和ふるさとセンター談話室使用料の収納事務。つり

銭の出納保管に関する事務

石郷岡 誠 一 進 藤 靖 河辺農林漁業資料館観覧料および雄和ふるさとセンター談話室使用料の収納事務。つり

銭の出納保管に関する事務

石郷岡 誠 一 鈴 木 鉄 雄 河辺農林漁業資料館観覧料および雄和ふるさとセンター談話室使用料の収納事務。つり

銭の出納保管に関する事務

石郷岡 誠 一 加 藤 志美雄 河辺農林漁業資料館観覧料および雄和ふるさとセンター談話室使用料の収納事務。つり

銭の出納保管に関する事務

石郷岡 誠 一 佐々木 清 美 河辺農林漁業資料館観覧料の収納事務。つり銭の出納保管に関する事務

石郷岡 誠 一 佐 藤 勝 子 河辺農林漁業資料館観覧料の収納事務。つり銭の出納保管に関する事務

千 葉 孝 之 田 口 美喜利 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 金 子 一 典 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 廣 田 らん子 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 伊 藤 史 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 伊 藤 毅 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海

洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 嵯 峨 敏 夫 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 池 田 幹 雄 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海

洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 川 辺 栄 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 佐 渡 良 二 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 桐 田 静 人 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 渡 辺 学 八橋運動公園内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 石 川 憲 惣 八橋運動公園内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 後 藤 泰 彦 八橋運動公園内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 田 口 捷 悦 勝平ゲートボール場・勝平市民グラウンド使用料および公衆電話使用料の収納に関する

事務

千 葉 孝 之 佐々木 紀 一 勝平ゲートボール場・勝平市民グラウンド使用料および公衆電話使用料の収納に関する

事務

千 葉 孝 之 秋 由 勲 勝平ゲートボール場・勝平市民グラウンド使用料および公衆電話使用料の収納に関する

事務

千 葉 孝 之 伊 吹 正 勝平ゲートボール場・勝平市民グラウンド使用料および公衆電話使用料の収納に関する

事務

千 葉 孝 之 三 枝 由 夫 光沼アリーナ使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 佐々木 哲 夫 光沼アリーナ使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務
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千 葉 孝 之 富 谷 慶 輔 光沼アリーナ使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 中 田 信 夫 光沼アリーナ使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 野 田 裕美子 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 木 村 功 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 藤 原 俊 満 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 金 道 雄 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 伊 藤 寿 雄 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 鈴 木 富三夫 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 菅 野 一 吉 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海

洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 菅 野 靖 雄 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海

洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 熊 谷 忠 スポパークかわべ使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 石 塚 幸 子 スポパークかわべ使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 小 熊 光 弘 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。八橋運動公園

内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。北野田公園体育

施設および附属地の使用料の収納に関する事務。市営運動場および公衆電話使用料の収

納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関す

る事務

千 葉 孝 之 戸 田 洋 子 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。八橋運動公園

内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。北野田公園体育

施設および附属地の使用料の収納に関する事務。市営運動場および公衆電話使用料の収

納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関す

る事務

千 葉 孝 之 川 辺 久 貴 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。八橋運動公園

内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。北野田公園体育

施設および附属地の使用料の収納に関する事務。市営運動場および公衆電話使用料の収

納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関す

る事務

千 葉 孝 之 鴨 田 梢 八橋運動公園内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 長谷川 秀 樹 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 鎌 田 さつき 八橋運動公園内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 渡 辺 長太郎 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海

洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

千 葉 孝 之 佐 藤 一 人 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。八橋運動公園

内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。北野田公園体育

施設および附属地の使用料の収納に関する事務。市営運動場および公衆電話使用料の収

納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関す

る事務

千 葉 孝 之 齊 藤 公 悦 市立体育館、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。八橋運動公園

内の施設、附属地の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務。北野田公園体育

施設および附属地の使用料の収納に関する事務。市営運動場および公衆電話使用料の収

納に関する事務。雄和Ｂ＆Ｇ海洋センターの使用料および公衆電話使用料の収納に関す

る事務

菊 地 輝 子 滝 田 綾 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 田 口 郁 夫 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 長谷川 基 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 鎌 田 英 智 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 鎌 田 倫 夫 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 金 三 男 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 藤 原 雅 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 斉 藤 久美子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 鈴 木 伸 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 作左部 淳 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務
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菊 地 輝 子 片 倉 雅 江 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 佐 藤 志津子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 伊 藤 洋 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 菅 野 和 歌 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 高 橋 ひとみ 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 伊 藤 初 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 後 藤 静 江 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 熊 田 眞佐江 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 京 野 範 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 小 松 早 苗 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 戸 田 朋 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 中 嶋 雅 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 大 友 まり子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 門 脇 亜希子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 松 前 美由紀 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 伊 藤 玲 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 深 井 ひとみ 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 織 山 正 子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 塚 田 ひとみ 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 伊 藤 こう子 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 進 藤 みどり 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 加 藤 希 美 児童館、児童センター、児童室の公衆電話使用料の収納に関する事務

工 藤 松 雄 北 村 公 土 中央公民館の使用料の収納に関する事務

工 藤 松 雄 佐々木 清 喜 中央公民館の使用料の収納に関する事務

工 藤 松 雄 菊 地 義 寿 中央公民館の使用料の収納に関する事務

工 藤 松 雄 石 黒 俊 中央公民館の使用料の収納に関する事務

菅 原 清 若 松 大二郎 土崎公民館の使用料、土崎体育館および附属地の使用料の収納に関する事務。公衆電話

使用料の収納に関する事務。夜間照明設備使用料の収納に関する事務。将軍野高齢者学

習センター公衆電話使用料の収納に関する事務

菅 原 清 池 田 チヅ子 土崎公民館の使用料、土崎体育館および附属地の使用料の収納に関する事務。公衆電話

使用料の収納に関する事務。夜間照明設備使用料の収納に関する事務。将軍野高齢者学

習センター公衆電話使用料の収納に関する事務

菅 原 清 鈴 木 廣 治 土崎公民館の使用料、土崎体育館および附属地の使用料の収納に関する事務。公衆電話

使用料の収納に関する事務。夜間照明設備使用料の収納に関する事務。将軍野高齢者学

習センター公衆電話使用料の収納に関する事務

菅 原 清 大 沼 忠 土崎公民館の使用料、土崎体育館および附属地の使用料の収納に関する事務。公衆電話

使用料の収納に関する事務。夜間照明設備使用料の収納に関する事務。将軍野高齢者学

習センター公衆電話使用料の収納に関する事務

菅 原 清 村 上 喜久男 土崎公民館の使用料、土崎体育館および附属地の使用料の収納に関する事務。公衆電話

使用料の収納に関する事務。夜間照明設備使用料の収納に関する事務。将軍野高齢者学

習センター公衆電話使用料の収納に関する事務

菅 原 清 上 村 政 人 土崎公民館の使用料、土崎体育館および附属地の使用料の収納に関する事務。公衆電話

使用料の収納に関する事務。夜間照明設備使用料の収納に関する事務。将軍野高齢者学

習センター公衆電話使用料の収納に関する事務

菊 地 輝 子 関 淑 和 西部公民館の使用料の収納に関する事務

石 塚 嗣 己 佐 藤 久 東部公民館の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

石 塚 嗣 己 佐々木 崇 子 東部公民館の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

菅 原 穣 佐々木 裕佳子 南部公民館の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

菅 原 穣 佐 藤 彰 倫 南部公民館の使用料および公衆電話使用料の収納に関する事務

杉 山 重 弘 高 橋 光 子 北部公民館の使用料の収納に関する事務

杉 山 重 弘 浅 野 学 北部公民館の使用料の収納に関する事務

水戸瀬 保 夫 齊 藤 美代子 太平山自然学習センター使用料および電話利用収入の収納に関する事務ならびにつり銭

の出納保管に関する事務

水戸瀬 保 夫 菅 原 健 太平山自然学習センター使用料および電話利用収入の収納に関する事務ならびにつり銭

の出納保管に関する事務
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水戸瀬 保 夫 進 藤 義 明 太平山自然学習センター使用料および電話利用収入の収納に関する事務ならびにつり銭

の出納保管に関する事務

水戸瀬 保 夫 川 村 俊 春 太平山自然学習センター使用料および電話利用収入の収納に関する事務ならびにつり銭

の出納保管に関する事務

水戸瀬 保 夫 横 山 郁 子 太平山自然学習センター使用料および電話利用収入の収納に関する事務ならびにつり銭

の出納保管に関する事務

水戸瀬 保 夫 鈴 木 久 太平山自然学習センター使用料および電話利用収入の収納に関する事務ならびにつり銭

の出納保管に関する事務

石 塚 三 和 金 暢 弥 河辺公民館において取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納

保管に関する事務

石 塚 三 和 佐 藤 政 貴 河辺公民館において取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納

保管に関する事務

佐 藤 久 一 斉 藤 盛 又 雄和公民館において取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納

保管に関する事務

佐 藤 久 一 佐 藤 清 一 雄和公民館において取り扱う使用料その他の歳入金の収納に関する事務。つり銭の出納

保管に関する事務

渋 谷 義 博 幡 江 雅 夫 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 小 室 友 嗣 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 石郷岡 倫 子 中央図書館明徳館の公衆電話使用料およびマイクロフィルム複写代金の収納に関する事

務

渋 谷 義 博 菅 沼 隆 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 川 尻 真奈美 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 長 尾 理可子 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 藤 原 真理子 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 佐々木 禎 子 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 椎 川 順 子 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 鈴 木 千 春 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 小 納 夕 子 マイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

鎌 田 照 平 安 田 礼 子 土崎図書館の公衆電話利用収入の収納に関する事務

鎌 田 照 平 天 雲 成津子 土崎図書館の公衆電話利用収入および光熱水費等利用収入の収納に関する事務

鎌 田 照 平 佐 藤 史 子 土崎図書館の公衆電話利用収入の収納に関する事務

鎌 田 照 平 山 田 厚 子 土崎図書館の公衆電話利用収入および光熱水費等利用収入の収納に関する事務

渋 谷 義 博 田 代 恵津子 新屋図書館のマイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 佐 藤 久 新屋図書館の公衆電話使用料の収納に関する事務。新屋図書館のマイクロフィルム複写

代金の収納に関する事務

渋 谷 義 博 明 珍 順 子 新屋図書館のマイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

畠 山 茂 松 尾 由美子 美術館観覧料、図録頒布収入等の出納、保管に関する事務

畠 山 茂 榎 良 昭 美術館観覧料、図録頒布収入等の出納、保管に関する事務

畠 山 茂 松 尾 ゆ か 美術館観覧料、図録頒布収入等の出納、保管に関する事務

畠 山 茂 豊 嶋 えり子 美術館観覧料、図録頒布収入等の出納、保管に関する事務

畠 山 茂 田 代 千佳子 美術館観覧料、図録頒布収入等の出納、保管に関する事務

畠 山 茂 糯 田 好 美術館観覧料、図録頒布収入等の出納、保管に関する事務

畠 山 茂 奈 良 祥 子 美術館観覧料、図録頒布収入等の出納、保管に関する事務

土 田 繁 田 口 清 昭 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

土 田 繁 中 田 好 彦 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

土 田 繁 高 橋 浩 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

土 田 繁 眞井田 宏 彰 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

土 田 繁 米 澤 幸 子 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務
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土 田 繁 近 藤 久 隆 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

土 田 繁 高 橋 千 秋 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

土 田 繁 児 玉 真喜子 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

土 田 繁 長谷川 真紀子 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

土 田 繁 佐 藤 真理子 赤れんが郷土館観覧料、図録頒布収入、公衆電話使用料の収納に関する事務。つり銭の

出納保管に関する事務

田 口 清 昭 中 田 好 彦 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 眞井田 宏 彰 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 進 藤 満 雄 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 保 坂 喜代治 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 長 澤 美智代 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 松 坂 勇 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 鈴 木 昇 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 伊 藤 良 子 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 三 浦 美保子 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

田 口 清 昭 鈴 木 紀 子 民俗芸能伝承館観覧料・使用料、旧金子家住宅使用料、図書頒布収入、公衆電話使用料

の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 高 橋 朝 子 佐竹史料館の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関する事務。つり銭

の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 古 川 龍 佐竹史料館の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関する事務。つり銭

の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 伊 藤 千 秋 佐竹史料館の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関する事務。つり銭

の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 菅 原 俊 行 佐竹史料館の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関する事務。つり銭

の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 吉 田 知 子 佐竹史料館の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関する事務。つり銭

の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 佐々木 聡 久保田城御隅櫓の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入、望遠鏡利用収入の収納

に関する事務。電話利用収入の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 遠 藤 勇 司 久保田城御隅櫓の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入、望遠鏡利用収入の収納

に関する事務。電話利用収入の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 加 藤 金 治 久保田城御隅櫓の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入、望遠鏡利用収入の収納

に関する事務。電話利用収入の収納に関する事務。つり銭の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 高 橋 文 夫 旧黒澤家住宅の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関する事務。つり

銭の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 嵯 峨 重 一 旧黒澤家住宅の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関する事務。つり

銭の出納保管に関する事務

髙 橋 明 道 林 英 雄 佐竹史料館、久保田城御隅櫓、旧黒澤家住宅の観覧料の収納に関する事務。図録頒布収

入、望遠鏡利用収入の収納に関する事務

髙 橋 明 道 柏 木 優 弥 佐竹史料館の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関する事務。つり銭

の出納保管に関する事務
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地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基

づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次

のものについては、次に掲げる出納員および現金取扱員に委任し、

又は再委任させたので、同項の規定により告示する。

平成21年５月７日

秋田市長 穂 積 志
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髙 橋 明 道 佐 藤 政 志 佐竹史料館、旧黒澤家住宅の観覧料の収納に関する事務。図録等頒布収入の収納に関す

る事務。つり銭の出納保管に関する事務

和 賀 芳 宏 豊 島 和 博 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 佐 藤 てつ子 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 保 坂 久 隆 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 畠 山 久 雄 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 大 泉 まゆ子 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 小 玉 亜 希 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 厨 川 朋 美 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 榊 田 恵 理 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 嵯 峨 敦 美 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 船 山 美 和 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 斎 藤 三千雄 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

和 賀 芳 宏 渡 辺 光 雄 文化会館使用料、公衆電話使用料、複写機等使用料およびつり銭の出納保管に関する事

務

佐々木 秀 則 佐 藤 清 子 秋田市立秋田商業高等学校の授業料、入学検定料および入学金の収納に関する事務。公

衆電話使用料の収納に関する事務

佐々木 秀 則 伊 藤 茂 子 秋田市立秋田商業高等学校の授業料、入学検定料および入学金の収納に関する事務。公

衆電話使用料の収納に関する事務

佐々木 秀 則 小 森 譲 司 秋田市立秋田商業高等学校の授業料、入学検定料および入学金の収納に関する事務。公

衆電話使用料の収納に関する事務

工 藤 淳 鈴 木 美代子 秋田市立御所野学院高等学校の授業料、入学金の収納に関する事務。秋田市立御所野学

院高等学校の公衆電話使用料の収納に関する事務

工 藤 淳 筒 井 孝 志 秋田市立御所野学院高等学校の授業料、入学金の収納に関する事務。秋田市立御所野学

院高等学校の公衆電話使用料の収納に関する事務

会計管理者から出納員への委任

委任を受ける出納員 委 任 事 務

佐 藤 修 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に関する事務。つり銭

の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務。浜田簡易郵便局における税、手数料、使用料そ

の他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に関する事務

出納員から現金取扱員への再委任

委任する出納員 委任を受ける現金取扱員 委 任 事 務

佐 藤 修 佐々木 博 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 山 本 悦 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務
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佐 藤 修 菊 地 誠 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 藤 原 一 孝 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 伊 藤 秀 和 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 安 藤 一 夫 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 後 藤 咲 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 斎 藤 一 洋 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 近 野 厚 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 中 川 裕 行 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 小 松 美 紀 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 三 嶌 るり子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 小 岩 淑 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 土 井 育 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 高 橋 淳 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 桂 田 真 理 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 田 村 信 雄 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 大 塚 京 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 宇佐美 隆 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 佐 川 公 裕 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 宮 田 一 男 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 斉 藤 功 己 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 遠 藤 宣 典 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 佐 藤 光 男 総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 赤根谷 光 昭 総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 加 賀 敬 子 総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 坂 口 尚 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 保 坂 ひとみ 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 鈴 木 美代子 総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 菊 地 純 子 税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金ならびに返納金の収納に

関する事務。つり銭の出納保管に関する事務。総務手数料の収納に関する事務

佐 藤 修 相 原 憲 男 浜田簡易郵便局における税、手数料、使用料その他の市の歳入金および歳入歳出外現金

ならびに返納金の収納に関する事務



秋田市告示第136号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成21年５月８日

秋田市長 穂 積 志

１ 変更があった認可地縁団体の名称

上大部自治会

２ 認可年月日

平成14年12月20日

３ 変更があった事項およびその内容

区域

変更前 本会の区域は、秋田県河辺郡雄和町妙法字薊沢

（130番地および13番地１は除く。）、字平治ケ沢

（108番地１および109番地３は除く。）、字上大部

および河辺郡雄和町石田字上大部、字中大部の区

域とする。

変更後 本会の区域は、秋田市雄和妙法字薊沢（130番地

および13番地１は除く。）、同市雄和妙法字平治ケ

沢（108番地１および109番地３は除く。）、同市雄

和妙法字上大部、同市雄和石田字上大部および同

市雄和石田字中大部の区域とする。

事務所の所在地

変更前 秋田県河辺郡雄和町石田字中大部50番地33

変更後 秋田市雄和石田字中大部50番地33

代表者の氏名および住所

変更前 金 正 人

秋田県河辺郡雄和町石田字中大部50番地14

変更後 金 正 人

秋田市雄和石田字中大部50番地14

４ 変更年月日

平成21年３月15日

５ 変更の理由

住所等の表示の変更による。

秋田市告示第137号

次の後期高齢者医療保険料督促状は、本人の住所又は居所が明

らかでないため送達できなかったので、高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和57年法律第80号）第112条の規定により準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定によ

り公示送達する。

なお、当該督促状は、市民生活部後期高齢医療課に保管し、送

達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成21年５月11日

秋田市長 穂 積 志

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成20年度後期高齢者医療保険料督促状

秋田市告示第138号

次の納税通知書は、本人の住所又は居所が明らかでないため送

達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条

の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該納税通知書は、市民生活部国保年金課に保管し、送

達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。

平成21年５月12日

秋田市長 穂 積 志

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成21年度および過年度通知分国民健康保険税納税通知書

秋田市告示第139号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例

第28号）第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放

置禁止区域内および自転車等放置規制区域内に放置されていた自

転車等を次のとおり撤去し、保管したので、同条例第11条第１項

の規定により告示する。

平成21年５月13日

秋田市長 穂 積 志

１ 撤去し、保管した自転車等

� 放置されていた場所および台数

ア 秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 17台

イ 秋田駅東地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 15台

ウ 秋田駅南地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 ２台

� 撤去し、保管した年月日

平成21年４月16日から平成21年４月30日まで

� 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車

場内） 秋田市自転車等保管所

� 返還を開始する年月日および返還を行う期間

平成21年５月27日から平成21年11月27日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還

申請書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の

利用者又は所有者であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属

この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用

者等の引取りがないものについての所有権は、本市に帰属する。

４ 問い合わせ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課 電話866－2035

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話834－6497

秋田市告示第140号

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定に基づき、

平成21年の特定計量器の定期検査を次のとおり実施するので、同

法第21条第２項の規定により告示する。

平成21年５月14日

秋田市長 穂 積 志

１ 検査の区域、期日、時間および場所

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号
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検査地区 検査月日 曜日 時 間 場 所

泉 平成21年

７月３日

金 10時00分～

11時30分

泉地区コミュニティ

センター



２ 計量器の所在の場所で行う検査の期間は、平成21年８月17日

から同年10月９日までとする。

３ 特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第

39条の規定により、計量器の所在の場所で検査を受けようとす

る者は、受験希望期日を選定して申請することとする。

４ 計量法第19条第１項の規定により、定期検査を受けなければ

ならない特定計量器は、計量法施行令（平成５年政令第329号）

第10条第１項に定めるものとする。

秋田市告示第141号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成21年５月19日

秋田市長 穂 積 志

１ 変更があった認可地縁団体の名称

追分東町町内会

２ 認可年月日

平成８年10月４日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 神 部 義 雄

秋田市下新城長岡字耳取55番地の３

変更後 本 山 喜美雄

秋田市下新城長岡字毛無谷地171番地１

４ 変更年月日

平成21年４月26日

５ 変更の理由

役員改選による。

秋田市告示第142号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成21年５月19日

秋田市長 穂 積 志

１ 変更があった認可地縁団体の名称

菻町町内会

２ 認可年月日

平成16年６月17日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 藤 原 毅

秋田市土崎港中央五丁目３番33号

変更後 根布谷 義 雄

秋田市土崎港中央五丁目２番17号

４ 変更年月日

平成21年４月28日

５ 変更の理由

役員改選による。

秋田市告示第143号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基

づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次

のものについては、次に掲げる出納員および現金取扱員に委任し、

又は再委任させたので、同項の規定により告示する。

平成21年５月20日

秋田市長 穂 積 志

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号
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保 戸 野 13時30分～

15時00分

保戸野地区コミュ

ニティセンター

東 通 ・

横 森

平成21年

７月７日

火 10時00分～

11時30分

東小学校

千 秋 ・

手 形

13時30分～

15時00分

秋田東中学校

旭 南 ・

茨 島

平成21年

７月９日

木 10時00分～

11時30分

旭南小学校

牛 島 13時30分～

15時00分

南部公民館

中 通 平成21年

７月14日

火 10時00分～

15時00分

中央図書館明徳館

楢 山 ・

南 通

平成21年

７月16日

木 10時00分～

15時00分

楢山地区コミュニ

ティセンター

川 尻 ・

川 元 ・

八 橋

平成21年

７月23日

木 10時00分～

15時30分

秋田市計量検査所

旭 北 ・

大 町

平成21年

７月24日

金 10時00分～

15時30分

秋田市計量検査所

会計管理者から出納員への委任

委任を受ける出納員 委 任 事 務

小 松 茂 美 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収納に関する事務。つり銭の出納保管その他所管に属する収

入金の領収済通知書、領収書の保管に関する事務。介護給付の不当利得および第三者行為に係る収入金等の

収納に関する事務。高齢者住宅整備資金貸付元利金の収納に関する事務。介護者激励金返還金の収納に関す

る事務。老人保護費負担金の収納に関する事務。生活支援ハウス利用収入の収納に関する事務

出納員から現金取扱員への再委任

委任する出納員 委任を受ける現金取扱員 委 任 事 務

小 松 茂 美 笠 井 いずみ 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 澤田石 真 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務



秋田市告示第144号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第59条第１項の規

定に基づき、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）を次

のとおり指定したので、同法第69条の規定により告示する。

平成21年５月20日

秋田市長 穂 積 志

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号
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小 松 茂 美 堀 慶一郎 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 坂 口 真 人 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 前 田 智 久 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 松 浦 康 樹 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 田 口 倫 子 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 長谷川 里 美 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 木 曽 智 裕 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 佐々木 恒 英 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 伊 藤 朋 幸 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 保 坂 はま子 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 伊 藤 和 子 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

小 松 茂 美 佐々木 加奈枝 老人保護費負担金の収納に関する事務。生活支援ハウス利用収入の収納に関する事務

小 松 茂 美 齊 藤 恵美子 高齢者住宅整備資金貸付元利金の収納に関する事務。介護者激励金返還金の収入に関す

る事務

小 松 茂 美 藤 田 靖 介護保険料ならびに滞納処分等に係る徴収金の収入に関する事務。つり銭の出納管理、

その他所管に属する収入金の領収済通知書、領収書の管理に関する事務。介護給付の不

当利得および第三者行為に係る収入金等の収納に関する事務

１ 指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）

� 担当する医療の種類：薬局

指定番号 医療機関名 住 所 開 設 者 名 指定年月日

１ 株式会社小泉薬局 秋田市南通亀の町14番20号
株式会社 小泉薬局

代表取締役 沢田石 憲 悦

平成21年

４月１日

48 生々堂薬局 秋田市中通四丁目１番51号
株式会社 小泉薬局

代表取締役 沢田石 憲 悦

平成21年

４月１日

49 小泉薬局河辺店 秋田市河辺和田字上中野99番地
株式会社 小泉薬局

代表取締役 沢田石 憲 悦

平成21年

４月１日



秋田市告示第145号

平成21年５月25日市議会議事堂に秋田市議会臨時会を招集する。

平成21年５月20日

秋田市長 穂 積 志

付議事件

１ 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件

２ 秋田市職員給与条例の一部を改正する件

３ 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

部を改正する件

４ 秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条

例の一部を改正する件

秋田市告示第146号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成21年５月22日

秋田市長 穂 積 志

１ 変更があった認可地縁団体の名称

大巻町内会

２ 認可年月日

平成11年５月11日

３ 変更があった事項およびその内容

代表者の氏名および住所

変更前 須 田 秀 雄

秋田市広面字大巻17番地３

変更後 金 司

秋田市広面字谷地沖34番地３

４ 変更年月日

平成21年４月19日

５ 変更の理由

役員改選による。

秋田市告示第147号

平成21年６月１日市議会議事堂に秋田市議会定例会を招集する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

秋田市告示第148号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第10項の規定

により、告示した事項に変更があったので、次のとおり告示する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 変更があった認可地縁団体の名称

平形町内会

２ 認可年月日

平成６年５月13日

３ 変更があった事項およびその内容

変更年月日ならびに代表者の氏名および住所

４ 変更の理由

役員改選による。

秋田市告示第149号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基

づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち次

のものについては、次に掲げる出納員および現金取扱員に委任し、

又は再委任させたので、同項の規定により告示する。

平成21年５月26日

秋田市長 穂 積 志

秋田市告示第150号

次の介護保険料納入通知書および督促状は、本人の住所又は居

所が不明のため送達できなかったので、介護保険法（平成９年法

律第123号）第143条の規定により準用する地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該納入通知書および督促状は、福祉保健部介護・高齢

福祉課に保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつで

も交付する。

平成21年５月26日

秋田市長 穂 積 志

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成21年度介護保険料納入通知書

平成21年度介護保険料督促状

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号
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変更年月日 変 更 後 変 更 前

平成19年

４月１日

嵯 峨 栄 治

秋田市太平中関字平

形122番地

嵯 峨 利喜蔵

秋田市太平中関字平

形59番地

平成21年

４月１日

嵯 峨 敏 廣

秋田市太平中関字平

形20番地１

嵯 峨 栄 治

秋田市太平中関字平

形122番地

会計管理者から出納員への委任

委任を受ける出納員 委 任 事 務

伊 藤 秀 孝 新屋図書館の公衆電話使用料の収納に関する事務。新屋図書館のマイクロフィルム複写代金の収納に関する

事務

出納員から現金取扱員への再委任

委任する出納員 委任を受ける現金取扱員 委 任 事 務

伊 藤 秀 孝 田 代 恵津子 新屋図書館のマイクロフィルム複写代金の収納に関する事務

伊 藤 秀 孝 塚 田 和 枝 新屋図書館の公衆電話使用料の収納に関する事務。新屋図書館のマイクロフィルム複写

代金の収納に関する事務

伊 藤 秀 孝 明 珍 順 子 新屋図書館のマイクロフィルム複写代金の収納に関する事務



秋田市告示第151号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規

定に基づき、胸部検診に係る検診料の徴収、収納業務を次の者に

委任したので、同条第２項の規定により告示する。

平成21年５月26日

秋田市長 穂 積 志

１ 受託者の住所 秋田市八橋南一丁目８番２号

２ 受託者の氏名 社団法人 秋田市シルバー人材センター

理事長 小 貫 勇治郎

秋田市告示第152号

秋田市自転車等の放置防止に関する条例（平成元年秋田市条例

第28号）第10条第１項および第３項の規定に基づき、自転車等放

置禁止区域内および自転車等放置規制区域内に放置されていた自

転車等を次のとおり撤去し、保管したので、同条例第11条第１項

の規定により告示する。

平成21年５月27日

秋田市長 穂 積 志

１ 撤去し、保管した自転車等

� 放置されていた場所および台数

ア 秋田駅西地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 43台

イ 秋田駅東地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 ３台

ウ 秋田駅南地区自転車等放置禁止区域および同地区自転車

等放置規制区域 １台

� 撤去し、保管した年月日

平成21年５月１日から平成21年５月15日まで

� 返還を行う時間および場所

ア 時間 午前10時から午後７時まで

イ 場所 秋田市東通仲町４番３号（秋田駅東自転車等駐車

場内） 秋田市自転車等保管所

� 返還を開始する年月日および返還を行う期間

平成21年６月10日から平成21年12月10日まで

２ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還

申請書を提出するとともに、自転車等の鍵等、当該自転車等の

利用者又は所有者であることを証明するものを提示すること。

３ 所有権の帰属

この告示に係る自転車等で、告示後６か月を経過しても利用

者等の引取りがないものについての所有権は、本市に帰属する。

４ 問い合わせ先

秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課 電話866－2035

秋田市東通仲町４番３号

秋田市自転車等保管所 電話834－6497

秋田市告示第153号

次の国民健康保険税督促状は、本人の住所又は居所が明らかで

ないため送達できなかったので、地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該国民健康保険税督促状は、市民生活部国保年金課収

納推進室に保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつ

でも交付する。

平成21年５月29日

秋田市長 穂 積 志

１ 公示送達を受けるべき者の氏名および住所

別紙（省略）のとおり

２ 送達する書類

平成20年度国民健康保険税督促状

秋田市教委告示第９号

平成21年５月13日午前10時30分秋田市教育委員会教育委員会室

に教育委員会臨時会を招集する。

平成21年５月１日

秋田市教育委員会

委員長 菊 地 重 昭

付議案件

１ 教育長の選任に関する件

２ 職員の人事について承認を求める件

秋田市教委告示第10号

平成21年５月22日午後３時30分秋田市教育委員会教育委員会室

に教育委員会定例会を招集する。

平成21年５月19日

秋田市教育委員会

委員長 菊 地 重 昭

付議案件

１ 秋田市文化財保護審議会委員の委嘱に関する件

秋市選管告示第55号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条第１項の規定に基

づき、平成21年４月12日執行の秋田市長選挙における公職の候補

者の選挙運動に関する収支報告書の提出があったので、同法第192

条第１項の規定により、次のとおりその要旨を公表する。

平成21年５月18日

秋田市選挙管理委員会

委員長 金 持 巽

１ 選挙の種類

平成21年４月12日執行 秋田市長選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限

額（法定選挙運動費用額）

18,600,000円

３ 報告書の要旨

別紙のとおり

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号
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教 委 告 示

選 管 告 示



秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号
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候 補 者 氏 名 鈴 木 胡 桃 所属党派 無所属 ３月15日から４月23日まで

第１回分出納責任者氏名 喜多村 容 子

【収入】

主たる寄附

氏名、団体名 職業 寄附額 円

山岡緑三郎 会社役員 100,000

小南多賀子 会社役員 50,000

福田二代 無職 60,000

一関千里 無職 80,000

松本聰 会社役員 30,000

佐藤孝之助 無職 30,000

丸野内梓 会社員 30,000

その他の寄附 15件

136,000円

その他の収入 6,232,729

今 回 計 6,748,729

前 回 計 0

総 計 6,748,729

【支出】

人件費 1,550,850

家屋費

選挙事務所費 1,245,629

集合会場費 0

通信費 516,344

交通費 0

印刷費 931,120

広告費 550,712

文具費 182,602

食糧費 148,538

休泊費 0

雑費 476,348

今 回 計 5,602,143

前 回 計 0

総 計 5,602,143

報告書受理年月日 平成21年４月27日 第１回報告分

候 補 者 氏 名 穂 積 志 所属党派 無所属 ３月20日から４月24日まで

第１回分出納責任者氏名 速 水 明

【収入】

主たる寄附

氏名、団体名 職業 寄附額 円

宮原義昭 会社役員 50,000

秋田県医師連盟秋田支部 1,000,000

嵯峨淳志 会社員 70,000

幸野谷弘史 会社役員 70,000

田中浩之 自営業 70,000

石田隆一 自営業 70,000

宮腰芳博 自営業 70,000

熊谷光男 自営業 70,000

松本良悦 農業 20,000

堀井善雄 農業 10,000

小野隆三 会社役員 44,319

【支出】

人件費 945,000

家屋費

選挙事務所費 4,416,020

集合会場費 16,350

通信費 0

交通費 0

印刷費 800,728

広告費 1,870,514

文具費 31,405

食糧費 286,596

休泊費 0

雑費 982,862



秋市選管告示第56号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条第１項の規定に基

づき、平成21年４月12日執行の秋田市長選挙における公職の候補

者の選挙運動に関する収支報告書の提出があったので、同法第192

条第１項の規定により、次のとおりその要旨を公表する。

平成21年５月22日

秋田市選挙管理委員会

委員長 金 持 巽

１ 選挙の種類

平成21年４月12日執行 秋田市長選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限

額（法定選挙運動費用額）

18,600,000円

３ 報告書の要旨

別紙のとおり

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号
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報告書受理年月日 平成21年４月27日 第１回報告分

その他の寄附 0件

0円

その他の収入 7,500,000

今 回 計 9,044,319

前 回 計 0

総 計 9,044,319

今 回 計 9,349,475

前 回 計 0

総 計 9,349,475

候 補 者 氏 名 佐 藤 広 久 所属党派 無所属 ３月23日から４月21日まで

第１回分出納責任者氏名 鈴 木 サキ子

【収入】

主たる寄附

氏名、団体名 職業 寄附額 円

日本共産党秋田地区委員会 988,172

くらしを大切にする秋田市をつくる会 190,024

その他の寄附 0件

0円

その他の収入 0

今 回 計 1,178,196

前 回 計 0

総 計 1,178,196

【支出】

人件費 0

家屋費

選挙事務所費 82,674

集合会場費 0

通信費 12,834

交通費 0

印刷費 902,840

広告費 164,104

文具費 0

食糧費 11,590

休泊費 0

雑費 4,154

今 回 計 1,178,196

前 回 計 0

総 計 1,178,196

報告書受理年月日 平成21年４月23日 第１回報告分

候 補 者 氏 名 穂 積 志 所属党派 無所属 ５月８日

第２回分出納責任者氏名 速 水 明

【収入】

主たる寄附

氏名、団体名 職業 寄附額 円

【支出】

人件費

家屋費



秋市選管告示第57号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第23条第１項および第30

条の７第１項の規定に基づき、平成21年６月１日現在で選挙人名

簿に登録した者の氏名、住所および生年月日を記載した書面なら

びに在外選挙人名簿に登録した者の氏名、登録申請を経由した領

事官の名称、最終住所、生年月日を記載した書面を次により縦覧

に供するので、同法第23条第２項および第30条の７第２項の規定

により告示する。

平成21年５月29日

秋田市選挙管理委員会

委員長 金 持 巽

１ 期 間 平成21年６月３日から

平成21年６月７日まで

２ 場 所 秋田市山王一丁目２番34号

秋田市選挙管理委員会事務局

３ 時 間 午前８時30分から午後５時まで

秋田市農委告示第６号

平成21年５月18日午後２時秋田市正庁に秋田市農業委員会総会

を招集する。

平成21年５月11日

秋田市農業委員会会長 佐 々 木 吉 秋

案 件

１ 農地法第５条の規定による許可申請に関する件（継続審議）

２ 農地法第３条の規定による許可申請に関する件

３ 農地法第５条の規定による許可申請に関する件

４ 農地利用集積計画（平成21年度第２号）に関する件

５ 平成21年度主要事業計画に関する件

６ 農地法の届出通知等について

秋田市農委告示第７号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第27条の規

定により、平成20年８月19日から平成21年３月23日までに開催し

た秋田市農業委員会総会について、その議事録を次のとおり縦覧

に供する。

平成21年５月27日

秋田市農業委員会会長 佐 々 木 吉 秋

１ 開 催 日 第９回 平成20年８月19日

第10回 平成20年９月17日

第11回 平成20年10月17日

第12回 平成20年11月18日

第13回 平成20年12月17日

第１回 平成21年１月16日

第２回 平成21年１月30日

第３回 平成21年２月16日

第４回 平成21年３月23日

２ 縦覧期間 平成21年５月27日から平成21年６月15日まで。た

だし、土曜日および日曜日を除く。

３ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時30分まで

４ 縦覧場所 秋田市山王一丁目２番34号

秋田市農業委員会事務局

秋田市上下水道局告示第13号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条第１項

の規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の指定をした

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号
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農 委 告 示農 委 告 示

上下水道局告示

その他の寄附 0件

0円

その他の収入 310,026

今 回 計 310,026

前 回 計 9,044,319

総 計 9,354,345

選挙事務所費

集合会場費

通信費 663,848

交通費

印刷費

広告費

文具費

食糧費

休泊費

雑費

今 回 計 663,848

前 回 計 9,349,475

総 計 10,013,323

報告書受理年月日 平成21年５月14日 第２回報告分



ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第１号の規定により告示す

る。

平成21年５月８日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の指定

２ 指定期間

平成21年５月８日から平成24年５月７日まで

秋田市上下水道局告示第14号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基

づき、秋田市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田

市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規

程第２号）第８条の３第１号の規定により告示する。

平成21年５月８日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の指定

２ 指定年月日

平成21年５月８日

秋田市上下水道局告示第15号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基

づき、秋田市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田

市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規

程第２号）第８条の３第１号の規定により告示する。

平成21年５月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の指定

２ 指定年月日

平成21年５月14日

秋田市上下水道局告示第16号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条第１項

の規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の指定をした

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第１号の規定により告示す

る。

平成21年５月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の指定

２ 指定期間

平成21年５月14日から平成24年５月13日まで

秋田市上下水道局告示第17号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基

づき、秋田市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田

市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規

程第２号）第８条の３第１号の規定により告示する。

平成21年５月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の指定

２ 指定年月日

平成21年５月14日

秋田市上下水道局告示第18号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基

づき、秋田市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田

市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規

程第２号）第８条の３第１号の規定により告示する。

平成21年５月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の指定

２ 指定年月日

平成21年５月15日

秋田市上下水道局告示第19号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条第１項

の規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の指定をした

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第１号の規定により告示す

る。

平成21年５月19日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の指定

２ 指定期間

平成21年５月15日から平成24年５月14日まで

秋田市上下水道局告示第20号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基
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指定工事業者 代表者 所 在 地

有 限 会 社

中仙施設工業
柴田 清光 大仙市長野字神林81番地

指定工事事業者 代表者 所 在 地

有 限 会 社

中仙施設工業
柴田 清光 大仙市長野字神林81番地

指定工事事業者 代表者 所 在 地

積和建設北東北

株 式 会 社
山田 孝一

盛岡市津志田中央二丁目７

番18号

指定工事業者 代表者 所 在 地

積和建設北東北 山田 孝一 盛岡市津志田中央二丁目７

株 式 会 社 番18号

指定工事事業者 代表者 所 在 地

山 建 開 発

株 式 会 社
山内 達男 秋田市横森五丁目21番９号

指定工事事業者 代表者 所 在 地

三 共 建 設

株 式 会 社

秋 田 営 業 所

佐藤 晃
秋田市手形字山崎92番地５－

1102号

指定工事業者 代表者 所 在 地

三 共 建 設

株 式 会 社

秋 田 営 業 所

佐藤 晃
秋田市手形字山崎92番地５－

1102号



づき、秋田市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田

市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規

程第２号）第８条の３第１号の規定により告示する。

平成21年５月20日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の指定

２ 指定年月日

平成21年５月18日

秋田市上下水道局告示第21号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条第１項

の規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の指定をした

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第１号の規定により告示す

る。

平成21年５月20日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の指定

２ 指定期間

平成21年５月18日から平成24年５月17日まで

秋田市上下水道局告示第22号

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３第１項の規定に基

づき、秋田市指定給水装置工事事業者の指定を行ったので、秋田

市水道事業給水条例施行規程（昭和35年秋田市水道ガス局管理規

程第２号）第８条の３第１号の規定により告示する。

平成21年５月26日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定給水装置工事事業者の指定

２ 指定年月日

平成21年５月21日

秋田市上下水道局告示第23号

秋田市下水道条例（昭和39年秋田市条例第16号）第５条第１項

の規定に基づき、次のとおり指定排水設備工事業者の指定をした

ので、秋田市指定排水設備工事業者に関する規程（平成19年秋田

市上下水道局管理規程第７号）第９条第１号の規定により告示す

る。

平成21年５月26日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 指定排水設備工事業者の指定

２ 指定期間

平成21年５月21日から平成24年５月20日まで

秋田市公告

平成18年９月13日付けの都市公園法（昭和31年法律第79号）第

２条の２の規定に基づく公告について、次のとおり公告する。

平成21年５月１日

秋田市長 穂 積 志

１ 訂正内容

川反三丁目街区公園の位置について、「秋田市大町三丁目」

を「秋田市大町三丁目１番１号」に訂正する。

秋田市公告

次のとおり入札を執行するので、次により入札参加希望者を公

募する。

平成21年５月７日

秋田市長 穂 積 志

� 上記業務に係る基本的な入札参加要件

ア 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であ

ると認められる者でないこと。

イ 地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項各号

の規定による制限を受ける者でないこと。

ウ 本市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でな
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指定工事事業者 代表者 所 在 地

ホ ー ム 研 設 伊藤 謙治
男鹿市船川港船川字漆畑９

番地

指定工事業者 代表者 所 在 地

ホ ー ム 研 設 伊藤 謙治
男鹿市船川港船川字漆畑９

番地

指定工事事業者 代表者 所 在 地

こ ね 浴 槽 店 小根 伸夫 大館市幸町13番９号

指定工事業者 代表者 所 在 地

こ ね 浴 槽 店 小根 伸夫 大館市幸町13番９号

公 告

１ 入札に付する事項

� 入札に付する業務は次のとおりである。

� 業 務 名 カラー複合機賃貸借

� 内 容 カラー複合機の納入設置および賃貸借

� 設 置 場 所 秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル３階

秋田市教育委員会総務課内

� 履 行 期 間 平成21年６月１日から平成26年５月31日まで

� 入 札 参 加 要 件

① 本市の入札参加資格審査申請書を申請し、受理されていること。

② 秋田市内に本社、支社、営業所等を有する者であること。

③ カラー複合機を納入する際に、設定・調整ができるほか、賃貸借契約を行える業者であるこ

と（本契約に関して、賃貸借契約が可能な業者とリース料率等について覚書等を締結している

場合も可）。



いこと。

２ 入札に関する事項

� 入札の日時 平成21年５月22日� 午前10時

� 入札の場所 秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル４階

「教育委員会室」

� 入札保証金 免除

� 契 約 日 平成21年５月26日�

� 注 意 事 項 ア 秋田市財務規則および入札心得を遵守の

うえ、入札に参加すること｡

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の100分の５に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときはその端数金額を切り捨

てた額）を落札価格とするので、消費税お

よび地方消費税に係る課税・免税事業者で

あるか否かを問わず、見積もった契約希望

金額の105分の100に相当する金額を入札書

に記載すること。

ウ 入札執行回数は、２回を限度とする。

３ 入札参加申込みに関する事項

� 入札に参加を希望する者は、平成21年５月18日�までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（様式１（省略））

イ 営業経歴書（様式２（省略））

ウ 登記簿謄本

エ 賃貸借業者との関係を示す契約（覚書等）の写し

（入札参加者が直営で賃貸借できない場合、あらかじめ

賃貸借契約が可能な業者との間で契約（覚書等）を締結

し、その写しを提出すること。ただし、リース料率の部

分については伏せること。）

� 申込書等の提出

申込書等は持参によることとし、郵送又は電送によるもの

は受け付けない。

� 申込書等の受け付け

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成21年５月７日	から平成21年５月18日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９

時から午後５時まで

イ 受付場所 秋田市教育委員会総務課施設担当

ウ 申込用紙 秋田市教育委員会総務課又は秋田市ホームペー

ジから入手のこと。

４ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に

指名通知する。

� 提出された申込書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には選定結果通知により、その旨を連絡

する。

� 指名通知および選定結果の通知については、平成21年５月

20日
に行う。

５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は、平成21年５月７日	から平成21年５月18日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４

時までとする。

� 閲覧・貸出し場所 秋田市教育委員会総務課施設担当

住所 秋田市山王二丁目１番53号

山王21ビル３階

６ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市教育委員会総務課施設担当

電話 018－866－2242

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定によ

る都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、

同法第63条第２項の規定において準用する同法第62条第２項の規

定により縦覧する。

平成21年５月11日

秋田市長 穂 積 志

１ 都市計画事業の種類および名所

秋田都市計画、男鹿都市計画、五城目都市計画、八郎潟都市

計画及び河辺都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道

（臨海処理区）

２ 事業施行期間

昭和51年２月26日から平成26年３月31日まで

３ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

４ 縦覧場所

秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局下水道建設課

秋田市公告

子どものための遊びと学びの情報誌「プレスタ」第31号への広

告掲載者を入札により決定するので、次のとおり入札参加希望者

を公募する。

平成21年５月22日

秋田市長 穂 積 志

１ 入札に付する事項

� 入 札 名 プレスタ第31号広告掲載者選定に係る入札

� 広告媒体 子どものための遊びと学びの情報誌「プレスタ」

第31号

� 予定価格（税抜き価格）最低落札価格 19,048円

� 入札参加要件

ア 秋田市内に本社、支店又は営業所を有する者もしくは秋

田市内に個人で事業所を有する者であること。

イ 租税に滞納がないこと。

ウ 地方自治法施行令第167条の４第１項および第２項各号

の規定による制限を受ける者でないこと。

エ 秋田市広告掲載基準（以下「掲載基準」という。）第５

条の規定による制限を受ける者でないこと。

２ 掲載する広告に関する事項

� 規格等 掲載寸法は、日本工業規格Ａ列４番の１／４とし、

掲載紙面は、プレスタ第31号（Ａ４版、６ページ、

紙質：マットコート90kg）の最終ページの右下部

とする。
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� 色 １色刷り（青）

� 発行部数 17,000部

� 配布対象 市内全小学校（47校）に在籍する児童の全世帯

および市内全中学校（26校）、図書館、公民館等

� 広告掲載時期 平成21年度市立小、中学校夏期休業（平成

21年７月24日～）直前から平成21年度冬期休

業（平成21年12月26日～）直前まで

� 広告の内容等

ア 掲載できない広告は、秋田市広告掲載要綱第４条第１項

および掲載基準第６条に規定するとおりとする。

イ 広告枠内に「広告」と表示すること。

３ 入札に関する事項

� 日 時 平成21年６月19日� 午前11時

� 場 所 秋田市山王二丁目１番53号 山王21ビル４階

秋田市教育委員会「教育委員会室」

� 落札者の決定

落札者は、予定価格（最低落札価格）以上の金額で、最高

の金額をもって入札した者とする。

� 契 約 日 平成21年６月22日�（予定）

� 契約金額（広告料）の支払

広告料は、平成21年６月30日	までに、市が指定する金融

機関に振り込むものとする。

� 注意事項

ア 秋田市財務規則および入札心得を遵守のうえ、入札に参

加すること。

ィ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た額）を落札価格とするので、消費税および地方消費税に

係る課税・免税事業者であるか否かを問わず、見積もった

契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

４ 入札参加申込みに関する事項

� 入札参加希望者は、平成21年６月８日�午後５時までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 入札参加申込書（様式１（省略））

イ 営業経歴書（様式２（省略））

ウ 掲載を希望する原寸大の広告原稿

エ 納税証明書（写し可）


 消費税（税務署で、「未納税額のない証明用」の発行

を受けること。）

� 秋田市に納めた法人市民税（個人事業主の方は個人市

民税）

� 秋田市に納めた固定資産税

※ 消費税・法人市民税は、直近の営業年度のもの

納税証明書に代わって、各納付書の写しあるいは、固

定資産税および個人市民税を口座振替により納付してい

る場合は、納税課で交付する「市税口座振替納付済みの

お知らせ」の提出でも可

オ 登記簿謄本又は個人営業の方は住民票（写し可）

� 申込書等の提出

申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申込書等の受け付け

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成21年５月22日�から平成21年６月８日�

までの平日午前９時から午後５時まで

イ 受付場所 秋田市教育委員会生涯学習室

ウ 申込用紙 秋田市教育委員会生涯学習室又は秋田市ホー

ムページから入手すること。

５ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格等を満たしている者

に指名通知する。

� 提出された申込書等の審査結果等により、指名されない場

合がある。その者には選定結果通知により、その旨を通知す

る。

� 指名通知および選定結果通知については、平成21年６月15

日�に行う。

６ 入札保証金および契約保証金 免除

７ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市教育委員会生涯学習室企画振興担当

電話 018－826－9047

E-mail ro-edlf＠city．akita．akita．jp

秋田市公告

秋田農業振興地域整備計画（昭和48年秋田市告示第25号）を変

更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第

58号）第13条第４項において準用する同法第11条第１項の規定に

より公告し、当該農業振興地域整備計画の案を次により縦覧に供

する。

秋田市の住民は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦

覧に供された農業振興地域整備計画の案について、秋田市に意見

書を提出することができる。

また、当該農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地

の所有者その他その土地に関し権利を有するものは、当該農用地

利用計画の案に対して異議があるときは、平成21年６月23日の翌

日から起算して15日以内に秋田市にこれを申し出ることができる。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 農用地利用計画の案の縦覧期間

自 平成21年５月25日

至 平成21年６月23日

２ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時30分まで。ただし、土曜日および

日曜日を除く。

３ 農用地利用計画の案の縦覧場所

秋田市八橋本町六丁目12番１号 秋田市農林部農林総務課

秋田市公告

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項

の規定により、農用地利用集積計画（平成21年度第１号計画）を

定めたので、同法第19条の規定に基づき公告し、次により縦覧に

供する。

平成21年５月25日

秋田市長 穂 積 志

１ 縦覧場所 秋田市八橋本町六丁目12番１号
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秋田市農林部農林総務課

２ 縦覧期間 平成21年５月26日から平成21年６月12日まで。た

だし、土曜日および日曜日を除く。

３ 縦覧時間 午前８時30分から午後５時30分まで

秋田市公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定によ

り、平成21年３月16日付け秋田市指令第1042号で許可した開発行

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づ

き、公告する。

平成21年５月26日

秋田市長 穂 積 志

１ 開発許可を受けた者の住所および氏名

秋田市千秋矢留町５番６号

有限会社三陽地所

代表取締役 木 村 吉 輝

２ 開発区域に含まれる地域の名称

秋田市牛島西三丁目290番８および290番８地先道水路

秋田市公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の

規定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき、

次のとおり公告し、関係書類を縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する場合は、同法第８条第２項

の規定により、縦覧期間満了の日までに市に対し意見書を提出し、

これを述べることができる。

平成21年５月29日

秋田市長 穂 積 志

１ 届出事項の概要

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名および住所

マックスバリュ東北株式会社

代表取締役 勝 浦 二 郎

秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

� 大規模小売店舗の名称および所在地

名 称 茨島ショッピングセンター

所在地 秋田県秋田市茨島四丁目381番２外

� 変更した事項

ア 大規模小売店舗を設置する者の名称および代表者の氏名

� 変更前 マックスバリュ東北株式会社

代表取締役 反 田 悦 生

� 変更後 マックスバリュ東北株式会社

代表取締役 勝 浦 二 郎

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称

および住所ならびに法人にあっては代表者の氏名

� 変更前

� 変更後

� 変更年月日 １�アについては平成20年５月14日、イにつ

いては平成21年５月２日

� 変更理由

大規模小売店舗を設置する者および小売業を行う者の代表

者の氏名変更等ならびに小売業を行う者の入替え

２ 届出年月日 平成21年５月８日

３ 関係書類の縦覧場所および期間

� 縦覧場所 秋田市商工部商業観光課

� 縦覧期間 平成21年５月29日から平成21年９月29日まで

４ 意見書の提出先 秋田市商工部商業観光課

５ 意見書に添付する書面に記載すべき事項

� 意見を述べる者の氏名および住所

� 意見の対象となる大規模小売店舗の名称

� 意見を述べる理由

秋市選管公告

平成20年度における秋田市選挙人名簿抄本の閲覧状況は別紙の

とおりであるので、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28条

の４第７項の規定により公告する。

平成21年５月29日
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氏名又は名称 代表者の氏名 住 所

マックスバリュ

東北㈱

代表取締役

原田 昭彦

秋田市土崎港北一丁目

６番25号

㈱大創産業 代表取締役

矢野 博丈

東広島市西条町大字吉

行字向１番地の60

㈱アルペン 代表取締役

水野 泰三

名古屋市西区児玉三丁

目35番18号

㈱ニューステッ

プ

代表取締役

高田 覚司

東京都中央区新川一丁

目22番15号

㈱ツルハ 代表取締役社長

鶴羽 樹

札幌市東区北24条20丁

目１番24号

ホーマック㈱ 代表取締役社長

柴田 憲次

札幌市厚別区厚別中央

３条二丁目１番41号

㈱三城 代表取締役

多根 幹雄

東京都中央区日本橋宝

町二丁目４番２号

㈲田口本店 代表取締役

田口威二郎

仙北郡田沢湖町生保内

字源左エ門野101－４

氏名又は名称 代表者の氏名 住 所

マックスバリュ

東北㈱

代表取締役

勝浦 二郎

秋田市土崎港北一丁目

６番25号

㈱大創産業 代表取締役

矢野 博丈

東広島市西条吉行東一

丁目４番14号

㈱アルペン 代表取締役

水野 泰三

名古屋市中区丸の内二

丁目９番40号

㈱ジーフット 代表取締役

服部 博幸

名古屋市千種区今池三

丁目４番10号

㈱ツルハ 代表取締役社長

鶴羽 樹

札幌市東区北24条20丁

目１番24号

ホーマック㈱ 代表取締役社長

柴田 憲次

札幌市厚別区厚別中央

３条二丁目１番41号

㈱三城 代表取締役

中尾 文彦

東京都中央区銀座二丁

目７番17号

㈲田口本店 代表取締役

田口威二郎

仙北市田沢湖武蔵112

番８号

㈲ミスズ 代表取締役

佐々木美行

奥州市水沢区字小路26

番１号

選 管 公 告



秋田市選挙管理委員会

委員長 金 持 巽
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平成20年度における秋田市選挙人名簿抄本閲覧状況

①

閲覧の年月日 平成20年４月16日

申出者の氏名 社団法人新情報センター 事務局長 平 谷 伸 次

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
東京都渋谷区恵比寿１－13－６

利用目的の概要 家計消費状況調査の調査対象者抽出

閲覧に係る選挙人の範囲 第２、３、７、13、17、18、27、74、83投票区の選挙人

②

閲覧の年月日 平成20年４月17日

申出者の氏名 朝日新聞秋田総局 阿 部 俊 幸

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
秋田市山王２－１－46

利用目的の概要 政治的課題に関する世論調査に係る調査対象者抽出

閲覧に係る選挙人の範囲 第55、81投票区の選挙人

③

閲覧の年月日 平成20年５月13日、14日

申出者の氏名 斉 藤 信 勝

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
秋田市雄和平沢字金沢77－10

利用目的の概要 農業委員会委員選挙における政治活動

閲覧に係る選挙人の範囲 第５選挙区 雄和地域の選挙人

④

閲覧の年月日 平成20年５月16日

申出者の氏名 鈴 木 萬喜夫

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
秋田市四ツ小屋小阿地字坂下30

利用目的の概要 農業委員会委員選挙における政治活動

閲覧に係る選挙人の範囲 第３選挙区 四ツ小屋および仁井田地域の選挙人

⑤

閲覧の年月日 平成20年６月９日

申出者の氏名 稲 垣 靖

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
秋田市河辺畑谷字中村６

利用目的の概要 農業委員会委員選挙における政治活動

閲覧に係る選挙人の範囲 第４選挙区 河辺地域の選挙人

⑥

閲覧の年月日 平成20年６月11日

申出者の氏名 鈴 木 萬喜夫

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
秋田市四ツ小屋小阿地字坂下30

利用目的の概要 農業委員会委員選挙における政治活動

閲覧に係る選挙人の範囲 第３選挙区 仁井田地域の選挙人

⑦

閲覧の年月日 平成20年９月16日

申出者の氏名 社団法人共同通信社 社長 石 川 聰

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
東京都港区東新橋１－７－１

利用目的の概要 日本世論調査会 面接世論調査の調査対象者抽出

閲覧に係る選挙人の範囲 第27、34、74、84投票区の選挙人



秋田市上下水道局公告

次のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６の

規定により公告する。

平成21年５月８日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成21年５月26日� 午後２時

入札の場所 秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局 別館

二階 会議室（庁舎 北側）

入札保証金 入札する者は、自ら見積もった入札金額の100

分の５以上の金額を納付すること。

契 約 日 平成21年５月28日�

注 意 事 項 � 秋田市水道事業および下水道事業財務規程

および入札心得を遵守のうえ、入札に参加す

ること。

� 入札書に記載する金額は、口径13㎜のメー

ター再生修理業務一個あたりの金額とし、単

価を決定します。（口径20㎜、25㎜および40

㎜のメーター再生修理業務については、13㎜

のメーター再生修理業務単価を１とし各口径

毎の指数を乗じたものを各契約単価とします。

なお、13㎜以外の契約単価は10円未満を切り

捨てとします。）

� 落札決定に当たっては、入札書に記載され
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⑧

閲覧の年月日 平成20年９月24日

申出者の氏名 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役 鈴 木 稲 博

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
東京都中央区日本橋本町２－７－１

利用目的の概要 世論調査「日本人の社会的期待に関する意識調査」の調査対象者抽出

閲覧に係る選挙人の範囲 第２、３、16、18投票区の選挙人

⑨

閲覧の年月日 平成20年９月30日

申出者の氏名 朝日新聞秋田総局 阿 部 俊 幸

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
秋田市山王２－1－46

利用目的の概要 政治的課題に関する世論調査に係る調査対象者抽出

閲覧に係る選挙人の範囲 第63、85投票区の選挙人

⑩

閲覧の年月日 平成20年12月10日

申出者の氏名 社団法人新情報センター 事務局長 平 谷 伸 次

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
東京都渋谷区恵比寿１－13－６

利用目的の概要 若者の政治に関する意識調査の調査対象者抽出

閲覧に係る選挙人の範囲 第８投票区の選挙人

⑪

閲覧の年月日 平成21年２月５日

申出者の氏名 読売新聞東京本社 編集局世論調査部長 玉 井 忠 幸

申出者が法人である場合にあって

は、その主たる事務所の所在地
東京都千代田区大手町１－７－１

利用目的の概要 政治・選挙に関する世論調査に係る調査対象者抽出

閲覧に係る選挙人の範囲 第28、80投票区の選挙人

１ 入札に付する事項

� 入札に付する委託業務は、下記のとおりである。

単価番号 業 務 名 納 品 場 所 納 入 期 限 入札参加要件

第32号 水道メーター再生修理業務委託

（表面加工処理13㎜～40㎜）

秋田市上下水道局

資材倉庫

平成22年３月31日� ３に記載



た金額に当該金額の100分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

を落札価格とするので、消費税および地方消

費税に係る課税・免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の105分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

� 開札の結果、落札者がないときは再度の入

札を１回に限り行う。

� 落札者となるべき同価格の入札者が２人以

上あるときは、直ちにくじにより落札者を決

定する。

３ 入札に参加する者に必要な要件

� 東北地方に本社又は支店・営業所等を有する者であること。

� 過去に地方自治体に対し、水道メーター再生修理業務の実

績があること。

� 租税に滞納がないこと。

� 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全である

と認められる者でないこと。

� 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。

� 本市の入札参加資格の停止および指名停止期間中でないこ

と。

４ 入札参加申込みに関する事項

� 本入札に参加を希望する者は、平成21年５月19日�までに、

次に掲げる書類を提出し、秋田市上下水道事業管理者の審査

のうえ、一般競争入札参加資格証の交付を受けなければなら

ない。また、その審査内容（過去の実績等）によっては、入

札保証金を免除する場合がある。

ア 秋田市登録業者（財政部契約課）の方

� 入札参加申込書（様式１（省略））

	 実績調書（様式２（省略））および契約書等の写し

イ 秋田市登録業者（財政部契約課）ではない方

� 入札参加申込書（様式１（省略））

	 実績調書（様式２（省略））および契約書等の写し


 法人登記簿謄本の写し（入札参加申込書を提出する日

を基準として３か月以内に発行されたものに限る。）

� 直近の事業年度の法人市民税および事業所税の納税証

明書（領収書の写し又は口座振替済通知書の写しでも可）

� 申込書等の提出

申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申込書等の受け付け

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成21年５月８日�から平成21年５月19日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９

時から午後４時まで

イ 受付場所 秋田市上下水道局総務課管財係

ウ 申請用紙 秋田市ホームページ（上下水道局）から入手

すること。

上下水道局ホームページ

http://www.city.akita.akita.jp/city/ws

５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は平成21年５月８日�から平成21年５月25日ま

での土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時

までとする。

� 閲覧・貸出し場所 秋田市上下水道局総務課管財係

� 設計書および仕様書等は、上下水道局ホームページにも掲

載

６ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市上下水道局総務課管財係

電話 018－823－8434

秋田市上下水道局公告

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加希望者を

公募する。

平成21年５月８日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

� 上記業務に係る基本的な入札参加要件

ア 前項の入札参加要件で、「造園工事Ｂ級」とあるのは、

秋田市内に本社を有する業者で、秋田市財政部契約課に入

札参加資格審査申請書を提出し、秋田市財政部契約課から

造園工事のＢ級に等級格付されている者をいう。

イ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者で

あること。

ウ 建設業法による営業停止期間中でないこと。

エ 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であ

ると認められる者でないこと。

オ 秋田市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中で

ないこと。

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成21年５月26日� 午前10時

入札の場所 秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局 別館

二階 会議室（庁舎 北側）

入札保証金 免除

契 約 日 平成21年５月28日�

注 意 事 項 � 秋田市水道事業および下水道事業財務規程

および入札心得を遵守のうえ、入札に参加す

ること。
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１ 入札に付する事項

� 入札に付する委託業務は、下記のとおりである。

委託番号 委託業務名 履 行 場 所 履 行 期 限 入 札 参 加 要 件

第96号 浄水場、配水場樹木剪定・

冬囲い業務委託

仁井田・豊岩浄水場、

手形山・御所野配水場

契約日から

平成22年３月24日まで

造園工事Ｂ級

（基本的要件については別に記載）



� 落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の100分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

を落札価格とするので、消費税および地方消

費税に係る課税・免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の105分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

� 開札の結果、落札者がないときは再度の入

札を１回に限り行う。

� 落札者となるべき同価格の入札者が２人以

上あるときは、直ちにくじにより落札者を決

定する。

３ 入札参加申込みに関する事項

� 入札に参加を希望する者は、平成21年５月19日�までに、

公募型指名競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）

を提出すること。

� 申込書の提出

申込書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受

け付けない。

� 申込書の受け付け

申込書は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成21年５月８日�から平成21年５月19日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

４時まで

イ 受付場所 秋田市上下水道局総務課管財係

※ 申込書・入札書・委任状等は秋田市ホームページ（上下

水道局）から入手すること。

上下水道局ホームページ

http://www.city.akita.akita.jp/city/ws

４ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に

指名通知するものとする。

� 提出された申込書の審査の結果等により、指名されない場

合がある。その者には選定結果通知により、その旨を通知す

る。

� 指名通知および選定結果通知については、平成21年５月22

日�に通知する。

５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は平成21年５月８日�から平成21年５月25日�ま

での土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時

までとする。

� 閲覧・貸出し場所 秋田市上下水道局総務課管財係

� 仕様書等は、上下水道局ホームページにも掲載

６ その他

� 申込書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書は、返却しない。

� 申込書の提出に関する問い合わせ先

秋田市上下水道局総務課管財係

電話 018－823－8434

秋田市上下水道局公告

次のとおり一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６の

規定により公告する。

平成21年５月15日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成21年６月２日� 午前10時

入札の場所 秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局 別館

二階 会議室（庁舎 北側）

入札保証金 入札する者は、自ら見積もった入札金額の100

分の５以上の金額を納付すること。

契 約 日 平成21年６月４日�

注 意 事 項 � 秋田市水道事業および下水道事業財務規程

および入札心得を遵守のうえ、入札に参加す

ること。

� 落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の100分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

を落札価格とするので、消費税および地方消

費税に係る課税・免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の105分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

� 開札の結果、落札者がないときは再度の入

札を１回に限り行う。

� 落札者となるべき同価格の入札者が２人以

上あるときは、直ちにくじにより落札者を決

定する。

３ 上記業務に係る基本的な入札参加要件

� 租税に滞納がないこと。

� 施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。

� 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全である

と認められる者でないこと。

� 本市の入札参加資格の停止および指名停止期間中でないこ
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１ 入札に付する事項

� 入札に付する委託業務は、下記のとおりである。

委託番号 委 託 名 履 行 場 所 履 行 期 限 入 札 参 加 要 件

第102号 仁井田浄水場取水

導水施設点検業務

委託

仁井田浄水場

（秋田市仁井田字

中島221番地２）

平成21年12月22日 ・秋田市に本社、支社又は営業所等を有していること。

・秋田県内の一級河川（国直轄）若しくは、港湾におけ

る構造物の潜水作業を伴う施工、点検又は整備の元請

実績があること。

（基本的要件については３に記載）



と。

４ 入札参加申込みに関する事項

� 入札に参加を希望する者は、平成21年５月26日�までに、

次に掲げる書類を提出し、秋田市上下水道事業管理者の審査

のうえ、一般競争入札参加資格証の交付を受けなければなら

ない。また、その審査内容（過去の実績等）によっては、入

札保証金を免除する場合がある。

ア 秋田市登録業者（財政部契約課）の方

� 入札参加申込書（様式１（省略））

� 実績調書（様式２（省略））および契約書等の写し

イ 秋田市登録業者（財政部契約課）ではない方

� 入札参加申込書（様式１（省略））

� 実績調書（様式２（省略））および契約書等の写し

� 法人登記簿謄本の写し（入札参加申込書を提出する日

を基準として３か月以内に発行されたものに限る。）

� 直近の事業年度の法人市民税および事業所税の納税証

明書（領収書の写し又は口座振替済通知書の写しでも可）

� 申込書等の提出

申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申込書等の受け付け

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成21年５月15日	から平成21年５月26日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９

時から午後４時まで

イ 受付場所 秋田市上下水道局総務課管財係

ウ 申請用紙 秋田市ホームページ（上下水道局）から入手

すること。

上下水道局ホームページ

http://www.city.akita.akita.jp/city/ws

５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は平成21年５月15日	から平成21年６月１日
ま

での土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時

までとする。

� 閲覧・貸出し場所 秋田市上下水道局総務課管財係

� 設計書および仕様書等は、上下水道局ホームページにも掲

載

６ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市上下水道局総務課管財係

電話 018－823－8434

秋田市上下水道局公告

次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加希望者を

公募する。

平成21年５月15日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

� 上記業務に係る基本的な入札参加要件

ア 前項の入札参加要件で、「電気工事Ａ級又はＢ級」とあ

るのは、秋田市内に本社を有する業者で、秋田市財政部契

約課に入札参加資格審査申請書を提出し、秋田市財政部契

約課から電気工事のＡ級またはＢ級に等級格付されている

者をいう。

イ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないもの

であること。

ウ 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であ

ると認められる者でないこと。

エ 本市の入札参加資格の停止および指名停止期間中でない

こと。

オ 資格を有する者を主任技術者として本業務に配置できる

こと。

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成21年６月２日� 午前10時30分

入札の場所 秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局 別館

二階 会議室（庁舎 北側）

入札保証金 免除

契 約 日 平成21年６月４日�

注 意 事 項 � 秋田市水道事業および下水道事業財務規程

および入札心得を遵守のうえ、入札に参加す

ること。

� 落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の100分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

を落札価格とするので、消費税および地方消

費税に係る課税・免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の105分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

� 開札の結果、落札者がないときは再度の入

札を１回に限り行う。

� 落札者となるべき同価格の入札者が２人以

上あるときは、直ちにくじにより落札者を決

定する。

３ 入札参加申込みに関する事項
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１ 入札に付する事項

� 入札に付する委託業務は、下記のとおりである。

委託番号・委託名 履行場所 履行期限 入 札 参 加 要 件

第103号

河辺・雄和地区計

装およびテレメー

タ装置点検業務委

託

河辺、雄和地区

の浄水場および

配水池

平成21年12月11日 次の①および②の要件を満たしていること。

① 電気工事Ａ級又はＢ級

② 秋田県内の水道施設（浄水場・ポンプ場・配水場）で、計装設備

工事および計装機器点検業務の元請実績があること。

（基本的要件については別に記載）



� 本入札に参加を希望する者は、平成21年５月26日�までに、

次に掲げる書類（以下「申込書等」という。）を提出し、入

札参加資格の審査を受けなければならない。

ア 公募型指名競争入札参加申込書（別記様式１（省略））

イ 施工実績調書（別記様式２（省略））および契約書等の

写し

ウ 配置予定技術者の資格証の写し

� 申込書等の提出

申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは

受け付けない。

� 申込書等の受け付け

申込書等は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成21年５月15日�から平成21年５月26日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後

４時まで

イ 受付場所 秋田市上下水道局総務課管財係

※ 申込書・入札書・委任状等は秋田市ホームページ（上下

水道局）から入手すること。

上下水道局ホームページ

http://www.city.akita.akita.jp/city/ws

４ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に

指名通知するものとする。

� 提出された申込書等の審査の結果等により、指名されない

場合がある。その者には選定結果通知により、その旨を通知

する。

� 指名通知および選定結果通知については、平成21年５月29

日�に通知する。

５ 設計書および設計図面の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は平成21年５月15日�から平成21年６月１日�ま

での土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時

までとする。

� 閲覧・貸出し場所 秋田市上下水道局総務課管財係

� 設計書および仕様書等は、上下水道局ホームページにも掲

載

６ その他

� 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書等は、返却しない。

� 申込書等の提出に関する問い合わせ先

秋田市上下水道局総務課管財係

電話 018－823－8434

秋田市上下水道局公告

次のとおり入札を執行するので、入札参加希望者を公募する。

平成21年５月29日

秋田市上下水道事業管理者 内 山 真 次

１ 入札に付する事項

� 入札に付する物件は、下記のとおりである。

� 上記物件に係る基本的な入札参加要件

次のすべてを満たすこと。

ア 秋田市財政部契約課の秋田市物品業者登録名簿に登録さ

れていること。

イ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者で

あること。

ウ 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であ

ると認められる者でないこと。

エ 秋田市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中で

ないこと。

２ 入札に関する事項

入札の日時 平成21年６月16日� 午前10時

入札の場所 秋田市川尻みよし町14番８号

秋田市上下水道局 別館

二階 会議室（庁舎 北側）

入札保証金 免除

契 約 日 平成21年６月19日�

注 意 事 項 � 秋田市水道事業および下水道事業財務規程

および入札心得を遵守のうえ、入札に参加す

ること。

� 落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の100分の５に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）

を落札価格とするので、消費税および地方消

費税に係る課税・免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の105分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

� 開札の結果、落札者がないときは再度の入

札を１回に限り行う。

� 落札者となるべき同価格の入札者が２人以

上あるときは、直ちにくじにより落札者を決

定する。

３ 入札参加申込みに関する事項

� 入札に参加を希望する者は、平成21年６月９日�までに、

公募型指名競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）

を提出すること。

� 申込書の提出

申込書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受

け付けない。

� 申込書の受け付け

申込書は、次のとおり受け付ける。

ア 受付期間 平成21年５月29日�から平成21年６月９日�

までの土曜日および日曜日を除く毎日、午前９

時から午後４時まで

イ 受付場所 秋田市上下水道局総務課管財係

ウ 申込書・入札書・委任状等 秋田市ホームページ（上下

水道局）から入手すること。

上下水道局ホームページ

http://www.city.akita.akita.jp/city/ws

４ 指名に関する事項

� 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に

指名通知するものとする。

� 提出された申込書の審査の結果等により、指名されない場

合がある。その者には選定結果通知により、その旨を通知す

る。

� 指名通知および選定結果通知については、平成21年６月12

日�に通知する。
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番号 物 件 名 納 品 場 所 納入期限

第６号 水質検査用

機器購入

水質管理センター機器分

析室内

平成21年

９月１日



５ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項

� 閲覧期間は平成21年５月29日�から平成21年６月19日�ま

での土曜日および日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時

までとする。

� 閲覧・貸出し場所 秋田市上下水道局総務課管財係

� 購入仕様書等は、上下水道局ホームページにも掲載

６ その他

� 申込書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

� 提出された申込書は、返却しない。

� 申込書の提出に関する問い合わせ先

秋田市上下水道局総務課管財係

電話 018－823－8434

秋市土開公告第１号

平成21年５月26日午前11時秋田市役所会議応接室に秋田市土地

開発公社理事会を招集する。

平成21年５月12日

秋田市土地開発公社

理事長 多 田 正 明

付議案件

平成20年度秋田市土地開発公社決算認定の件

秋 田 市 公 報平成21年６月10日 第1009号

―66―

土地開発公社公告


